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第１章 

横横浜浜市市教教育育振振興興基基本本計計画画ににつついいてて  
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１ 「横浜教育ビジョン」の策定  

横浜市教育委員会では、教育基本法改正に先立って、平成 18 年 10 月に、おおむね 10 年を展望

し、横浜の教育の目指すべき姿を描いた「横浜教育ビジョン」を策定しました。 

「横浜教育ビジョン」は、「横浜市基本構想（長期ビジョン）」の都市像の実現に向け、「教育」

が果たしている普遍的な役割に加え、横浜が目指す「人づくり」の観点から、“横浜の子ども”を

はぐくむうえで大切にすべき３つの基本「知・徳・体」と２つの横浜らしさ「公・開」、５つの目

標と７つの方針などを示しました。 

 

２ 「横浜市教育振興基本計画」の策定  

「横浜教育ビジョン」の実現に向けて、平成 19 年 1月には「横浜教育ビジョン推進プログラム」

（以下、「推進プログラム」という。）を策定し、最初の５か年である平成 18 年度から平成 22 年度

までに取り組むべき教育施策を 15 の重点政策として整理し、34 の最重点事業と 71 の関連重点事業

としてまとめました。 

国においては、平成 18 年 12 月に改正された教育基本法第 17 条第１項で、政府が国の教育の振

興に係る基本的な計画を定めることが規定されました。これを受けて、平成 20 年７月には「教育

振興基本計画」が策定されました。 

また、同条第２項において、地方公共団体は、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該

地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければ

ならないとされました。 

 「横浜市教育振興基本計画」は、同項の規定に基づき、改正教育基本法の理念や国の「教育振興

基本計画」を踏まえて、後期５か年である平成 22 年度から平成 26 年度までの教育の振興のための

基本計画として定めるものです。 

平成 22 年度は「推進プログラム」の最終年度にあたるため、計画期間における５つの目標の主

な課題や事業ごとの達成状況について検証を行いました（平成 22 年６月公表）。この検証結果も生

かして、「横浜教育ビジョン」の実現に向け、「横浜市教育振興基本計画」を策定します。 

 

■横浜市教育振興基本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横横浜浜教教育育ビビジジョョンン  

[[平平成成 1188 年年 1100 月月策策定定]]  

おおおおむむねね 1100 年年間間（（22001155 年年））をを展展望望しし、、  

横横浜浜のの教教育育のの目目指指すすべべきき姿姿をを描描いいたた構構想想  

 
横浜教育ビジョン推進プログラム 

【平成 19 年 1 月策定】 

横浜教育ビジョンの実現に向け、平成 18

年度から平成 22 年度までの５か年の教育

施策や取組の工程をまとめた計画 

横浜市教育振興基本計画 
【平成 22 年度中策定予定】 

横浜教育ビジョンの実現に向け、平成 22

年度から平成 26 年度までの５か年の教

育施策や取組をまとめた計画 

 

横浜市基本構想（長期ビジョン） 

［平成 18 年６月策定］ 

 おおむね20年間（2025年頃）を展望し、目指す

べき横浜の都市像の実現に向けた基本的な指針 

 
 

横浜市中期計画 

［平成 18 年 12 月策定］ 

長期ビジョンで示される都市像を受けて、

平成 18 年度から平成 22 年度までの 5 か

年で目指す姿や目標、重点的な施策・事業

や改革の方向を示した計画 

横浜市中期４か年計画 
［平成 22 年度中策定予定］ 

長期ビジョンで示される都市像の実現に向

けた政策や工程を具体化する平成 22 年度

から平成 25 年度までの４か年の計画 

連 動 
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第２章 

横横浜浜がが目目指指すすここれれかかららのの教教育育  
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○子どもたちの確かな学力と豊かな心、健やかな体をはぐくむことで、人格の完

成を目指し、社会を担う者としての資質を身に付けた「市民」を育成すること。

○先人が築き上げたものを大切にしつつ新たな挑戦をしていく姿勢、自らが幸せ

に生きるとともに他者の幸せにも寄与しようとする姿勢をはぐくむこと。 

１ 横浜が目指す教育の姿  

 （１）「横浜教育ビジョン」に掲げる教育の使命 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市では、「横浜教育ビジョン」において、「教育の使命」として、横浜が目指す教育の

基本理念を示しました。 

    「教育の使命」には、子どもたち一人ひとりが個人としての人格の完成を目指し、自立し

た幸福な生涯を実現する上で必要な資質・能力を育成するという点と、社会の形成者たる

国民・市民を育成するという二つの側面があります。それは今後いかに時代が変わろうと

も普遍的なものであり、国の「教育振興基本計画」においても同様にとらえられています。 

 

 （２）横浜が目指す「人づくり」 

 横浜は、平和や人権の尊重を基調として、世界との窓口として歴史的に果たしてきた役割

を常に認識しながら、知恵と活力を最大限に発揮し、市民が生き生きと暮らせる魅力あふれ

る都市であり続けること、また、年齢や性別、障害の有無や国籍にとらわれることなく、多

様な個性を尊重し、市民自らが多様な力を地域社会で発揮することができる都市を目指して

います。 

 この中で、教育の果たすべき責務は『人づくり』です。 

 改正教育基本法第３条では、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送るこ

とができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習するこ

とができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」

と、生涯学習の理念が示されました。 

 改正教育基本法の理念に基づき、学校教育段階はもとより、生涯を通じて自らを磨き高め

ていくために、生涯学習の振興を図ることが必要です。＊１ 

 21 世紀は、著しく急速な科学技術の高度化や情報化の進展などにより、新しい知識・情報・

技術が、政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤となり重要性を増す、

「知識基盤社会」の時代であると言われています。このような変化の激しい社会ではグロー

バル化の進展と相まって、必要な知識・技術を習得・更新する力や自らを律し、他と協調し

ながら、その生涯を切り拓いていく力が一層求められます。 

 

 

                                                  
＊１ 横浜市は、平成 11 年 11 月に策定した「第２次横浜市生涯学習基本構想」に基づき、生涯学習を推進しています。基本構 

   想の策定から 10 年が経過し、社会情勢も大きく変化していることから、現在、改定について検討しています。 
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 こうしたことから、横浜では、３つの力をはぐくみ、未来を担う『市民』の育成を目指し

ます。 

      【３つの力】 

     ○ 学ぶ楽しさと創り出す喜びを原動力に、夢や希望に向けて努力する力 

          ○ お互いの違いを認識したうえで、協働・共生する力 

          ○ 進取の精神と多様性を認める柔軟さをもち、変化する社会を生き抜く力 

 

 そのため、学校･家庭･地域が連携して、３つの基本【知】【徳】【体】の調和がとれ、２つ 

の横浜らしさ【公】【開】を身に付けた“横浜の子ども”をはぐくんでいきます。  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【開】 国際社会に寄与する 

開かれた心 
 
日本の伝統や文化を尊重しながら、

国際社会の平和と発展に貢献します 
 

“横浜の子ども” 

【知】 確かな学力 
 

基礎・基本の定着ととも
に、それまでに学んだことを
活用して課題を解決する力
や自ら進んで学習する態度
を身に付けます 

 
【徳】 豊かな心 

 
豊かな体験を通して感

動する心を大切にするとと
もに、 礼儀や規律を重ん
じ、相手の人格や生命を
尊重して行動します 

【体】 健やかな体 
 

健康で安全な生活を心
がけるとともに、運動に親し
み、自らの健やかな体をつ
くります 

 

【公】 公共心と社会参画意識 
 

横浜を愛し、公共の精神を尊び、 
積極的に社会にかかわり、貢献します 

 

３つの基本 

（知・徳・体）

２つの横浜らしさ 

（公・開） 
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２ ５つの目標  

「横浜市教育振興基本計画」では、「横浜教育ビジョン」の理念に基づき、「５つの目標」と 

「取組姿勢」を次のとおり定めます。 

 

 

 目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

 

    ○学校では、一人ひとりの能力を伸ばしつつ、規範意識や公共心、自ら考え判断し行動でき 

る力を育み、社会において自立的に生きる基礎を培います。 

    ○教職員は、子どもが身に付けるべきことはしっかり教え、未来に向かって生きようとする 

    子どもの学習意欲や良いところ、可能性、能力を引き出しながら、子ども一人ひとりに応 

      じた適切な指導を行います。 

    ○一人ひとりの学ぶ意欲や確かな学力を向上させるとともに、豊かな心、健やかな体を育成 

     します。 

 
 

目標５  
子どもの教育環境を整備するとともに、 

市民の学習活動を支援します 

目標３ 
 

学校の組織力を高め、

信頼される学校を 

目指します 

行行    政政

学学 
 

校校 

家家
庭庭
・・
地地
域域

取組姿勢：教育行政は“現場主義”で保護者・市民の期待に応えます

目標１ 

「知」「徳」「体」「公」「開」で示す 

“横浜の子ども”をはぐくみます 

目標４ 
 

家庭・地域・学校が

連携し、子どもの成

長を支え合います 

目標２ 
 

誇りや使命感に満ちた

信頼される教職員を 

確保・育成します 
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 目標２ 誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保･育成します― 尊敬される教師 ― 

 

○多様な採用形態や研修体制などを整えるとともに、教職員の意欲・能力・実績などを的確 

に評価し、優れた教職員を確保・育成します。 

○教職員研修を充実し、自らの資質能力の向上に努める教職員を支援することで、教員の授 

業力・指導力の向上を図り、人権感覚を持った信頼される教職員を育成します。 

 

 目標３ 学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します― 信頼される学校 ― 
      

○学校は、校長のリーダーシップによる自主的・自律的な学校運営を行います。社会の変化 

 に対応しつつ学校教育の目的を実現するために、教職員一人ひとりのもつ力量を存分に生 

 かし、チームとして組織的な学校運営を進めます。 

    ○学校は、その役割と説明責任を果たすために中期学校経営方針を明らかにするとともに、 

      それに基づく年度ごとの学校経営計画を策定し、学校情報の公開を進めます。 

  ○客観的な学校評価を推進し、その結果を学校経営に生かすとともに、保護者や地域の人々 

      などとの協働による特色ある学校づくりを進めます。 

    ○教育委員会は、より現場に近い４方面の学校教育事務所において、「適確」「迅速」「きめ 

   細か」な学校支援を行うことなどにより、校長の学校経営を効果的に支援します。 

 

 目標４ 家庭･地域･学校が連携し、子どもの成長を支え合います 
      

    ○子どもの健全な育成や学力の向上を図るためには、子どもの基本的な生活習慣の定着が重 

   要であり、家庭はその第一義的役割を担っています。 

  ○地域の人々が様々な形で学校を支援することや、学校を地域活動の場として活用すること 

      は、地域の絆や相互の関係を強化し、地域全体で子どもをはぐくむ基盤づくりにつながり 

ます。 

  ○保護者が家庭教育について学ぶ機会を提供するとともに、今後も、家庭･地域・学校がそれ

   ぞれの役割と責任を再認識し、連携協力を一層進めます。 

 

 目標５ 子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 
      

    ○子どもが、より安全・安心に学ぶことができるよう、学校施設の長寿命化や学校規模の適 

   正化を進めるとともに、校務の情報化など教育環境の整備に取り組みます。 

    ○生涯学習の理念を踏まえ、地域住民の身近な学習拠点として重要な役割を果たしている図 

      書館や歴史博物館・横浜開港資料館などにおいて、市民にとってより魅力ある施設となる 

よう、学習の機会や場を充実させます。 
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第３章 

今今後後５５かか年年でで重重点点的的にに取取りり組組むむ施施策策 
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１ 施策の体系と14の重点施策  

「横浜市教育振興基本計画」では、「横浜教育ビジョン」が示す“横浜の子ども”の実現

を目指し、「５つの目標」と「取組姿勢」に沿って、14 の重点施策を進めていきます。 

 

 

 

 

                        

  

 

 

                                             

                         

  

  

  

 

 

                                        

                           

                        

  

  

  

 

 

                          

                             

 

  

 

                              

                          

 

  

    

                              

                           

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

計画期間 ： 平成 22 年度から平成 26 年度までの５か年 
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目標２ 誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します –尊敬される教師– 

 

 

 

 

 
 

 

目標３ 学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します –信頼される学校– 

目標４ 家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

目標５ 子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 

 

 

  

 

取組姿勢：教育行政は“現場主義”で保護者・市民の期待に応えます 
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○横浜型小中一貫教育を推進し、学力向上と児童・生徒指導上の課題の解決を

目指します。 

○横浜に愛着を持ち、公共の精神を尊び、伝統や文化を尊重しながら、地域や

国際社会に貢献しようとする心をはぐくみます。 

■子どもが教員に望むこと 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

●横浜版学習指導要領に基づく教育の推進 

  国の学習指導要領の全面実施＊1に合わせて、 

 横浜市の教育内容や方法に係るスタンダードと 

して「横浜版学習指導要領」を作成し、義務教 

育９年間の連続した学びを実現する横浜型小中一 

貫教育を推進しており、更なる取組が必要です。 

  今後は「横浜版学習指導要領」に基づいて各 

 学校でカリキュラムを編成し、授業の質的な向 

 上を通して子どもにとって「わかる授業、魅力 

 ある授業」を行うことが求められています。 

  また、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を 

 図るため、連携を進めることが必要です。 

 

●体験学習や地域を学ぶ学習の重要性  

  都市化や少子化が進み、人間関係の希薄化や自然体験の減少など、子どもを取り巻く

生活環境の変化は学習にも大きな影響を与えています。こうしたことから、多くの人と

かかわりながら体験を通して学習する『横浜の時間』＊2を創設しました。 

小中学校では『横浜の時間』などにおいて、環境教育やキャリア教育を進め、体験を

通した学習を基盤にして、問題解決能力やコミュニケーション能力を育成することが求

められています。 

また、横浜は開港以来、世界に開かれた窓口として、新しい文化を取り入れて発展し 

てきた「まち」です。『横浜の時間』や社会科などで、横浜を教材にした学習を推進し、

横浜に誇りや愛着を感じる心情や世界に貢献しようとする広い視野をはぐくむことが大

切です。 

                                                  
＊１ 小 学 校 ：平 成 23 年 度 、中 学 校 ：平 成 24 年 度 、高 校 ：平 成 25 年 度 から年 次 進 行 、特 別 支 援 学 校 ：小 ・中 ・ 

高 校 の実 施 スケジュールに準 拠  
＊２ 「総 合 的 な学 習 の時 間 」を核 に、横 浜 （まち）の特 色 （自 然 、歴 史 、文 化 ）や毎 日 の生 活 の中 から問 題 を見 つ 

けて解 決 していく学 習     

重点施策１ 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

横浜らしい教育の推進

現状と課題 

施策の方針 

0.8

12.4

5.4

27.1

31.9

46.9

27.7

61.1

1.1

13.7

5.9

36.7

25.2

40.7

33.7

58.2

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答

特に望むことはない

その他

叱ることもあるが熱心に指導してくれる

クラブ活動や部活動に熱心に取り組む

誰にでも平等に接してくれる

悩みや相談にしっかり対応してくれる

授業がわかりやすい

％
＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 意 識 調 査  

（平 成 19 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

小学生 中学生
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１ 横浜型小中一貫教育の推進 

（１）小中一貫教育推進ブロックにおける教育の充実 

    小中学校では、「横浜版学習指導要領」に基づいて９年間を見通したカリキュラ

ムを編成します。 

小中一貫教育推進ブロック＊ 3ごとに、地域特性を生かした取組テーマを設定し、

小中学校の連携を一層強化して、学力向上と児童・生徒指導の充実に取り組みます。 

    また、小中一貫教育推進ブロックごとに合同授業研究会を行い、小中学校が学力

観・指導観・評価観の共有を図り、授業力の向上を目指します。   

さらに、小中一貫した特色ある教育課程を編成し、小中学校間の連携をより強め

た小中一貫教育校＊4の設置拡充を検討します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

「横浜版学習指導要領」に基づくカリキ

ュラムの編成と実施 
－ 

小学校：23 年度から実施 

中学校：24 年度から実施 

小中一貫教育推進ブロックでの合同授業

研究会の実施        
－ 

全ブロックで 

年 1 回以上実施 

 

（２）９年間一貫した英語教育 

小中学校では、小学校１年生から中学校３年生までの９年間一貫した英語教育に

平成 22 年度から本格的に取り組みます。 

平成 23 年度に中学校外国語科事例集を作成・配布して、小学校の英語活動との

円滑な連携を図ります。市立小学校の児童を対象に、英語を通して異文化を実践的

に体験する場を設定し、英語のコミュニケーション能力と国際性を養う「横浜英語

村」を継続して実施します。 

また、小中一貫教育推進ブロックに外国語が堪能な人材＊5を配置することにより、

国際理解教育の推進＊6や９年間を通した英語教育を行い、中学校卒業までに、相手

の文化や考え方を理解しながら英語でコミュニケーションを図ることができる子

どもを育成します。 

 

                                                  
＊３ 小 中 一 貫 教 育 を進 める基 本 的 な単 位 。中 学 校 区 を基 本 として平 成 22 年 度 に全 市 で 141 のブロックを設 置   

＊４ 平成 22 年度に横浜市立小中一貫校として、西金沢小中学校（金沢区）、霧が丘小中学校（緑区）

を設置  
＊５ 外 国 語 を母 国 語 ・公 用 語 とするＡＥＴ（英 語 指 導 助 手 ）やＩＵＩ（国 際 理 解 教 室 外 国 人 非 常 勤 講 師 ）をブロック

ごとに配 置   

＊６ 様 々な国 の言 葉 や文 化 を紹 介 して、多 文 化 理 解 やコミュニケーション能 力 の育 成 を図 る取 組   

重点取組 
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（３）幼稚園・保育所と小学校の円滑な接続 

    子どもが安心して意欲的に小学校生活を過ごすことができるよう、幼稚園・保育

所のアプローチカリキュラム＊ 7との接続を図ったスタートカリキュラム＊ 8を全小

学校で平成22年度までに作成し、幼児期の教育の成果を生かした学習を展開します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

スタートカリキュラムの実施 － 23 年度から全小学校で実施

 

２ 豊かな体験を通した学習の推進 

（１）『横浜の時間』の充実 ～まちに学ぶ まちと学ぶ～ 

    小中学校では、学校ごとに作成している『横浜の時間』の全体計画に基づいて、

地域の人々と協力しながら、横浜の「まち」や自然、歴史や伝統文化などについて、

体験的・問題解決的な学習を行い、豊かな体験を通してコミュニケーション能力を

高め人とかかわる経験を積み重ねます。 

平成21年度に作成した『横浜の時間』の副読本「わかるヨコハマ」「わたしたち

の横浜」については、「かながわ検定・横浜ライセンス」＊9との連携を図りながら、

改訂を行います。さらに、各学校が『横浜の時間』を進めやすいように、平成23年

度に「『横浜の時間』学習ガイド（仮称）」を作成し、協力施設や授業に協力でき

る方の情報を学校に提供します。 

また、『横浜の時間』や社会科を中心に、住んでいる「まち」や横浜について理

解を深める学習や、国際社会の平和や発展について考えを深める学習を推進してい

きます。 

 

（２）身近な体験から持続可能な社会＊10を考える環境教育 

    小学校では、身近な環境へ働きかける体験を通して、環境保護の大切さを実感し、

中学校では、地域清掃や緑化推進活動（花壇づくり、植樹など）を通して、環境保

護のために活動することの大切さを実感できるようにします。 

環境教育実践推進校での取組成果を、公開授業や教員研修会で全市に向けて発信

します。また、緑のカーテンづくりの推進など体験を通して環境を考える取組を進

めます。 

これらにより、将来にわたって地球温暖化対策などの環境問題に関心を持ち、行

動できる人材を育成します。 

                                                  
＊７ 幼 稚 園 ・保 育 所 で協 同 的 な遊 びや体 験 を充 実 させるとともに、就 学 への期 待 を高 め、学 校 生 活 への移 行 を 

円 滑 に行 うことを目 的 にしたカリキュラム  
＊８ 小 学 校 で徐 々に学 校 生 活 に慣 れ、教 科 学 習 に移 行 できるように工 夫 したカリキュラム 

＊９ 「かながわ検 定 協 議 会 」が横 浜 の歴 史 や文 化 、観 光 などについての知 識 を問 うご当 地 検 定   

＊10 豊 かな環 境 を維 持 しつつ、環 境 への負 荷 の少 ない経 済 発 展 を図 りながら、持 続 的 に発 展 することができる社

会  
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取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

環境教育実践推進校の指定 

（17 年度からの累計） 
23 校 56 校を指定 

 

 

（３）小中９年間を通して自立をはぐくむキャリア教育 

    小学校では、地域で働く人を中心に、仕事に携わる多くの人と交流し、働くこと

や夢をもつことの大切さや社会生活の中で人々が果たしている役割について理解を

深めていきます。 

中学校では、職場体験や外部人材による職業講話などの「職業体験プログラム」

を全校で実施することで、仕事に対しての意識や自覚、将来の生活や進路などにつ

いて考えを深めていきます。 

また、キャリア教育推進校を指定して、研究の成果を発信し、小中一貫教育推進

ブロックで９年間連続したキャリア教育を推進します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

中学校における職業体験プログラム 

（職場体験や職業講話など）の実施 

（参考値：１日

以上の職場 

体験実施校 

137 校） 

全中学校で年２日以上実施
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○基礎・基本の定着を図るとともに、それまでに学んだことを活用して課題を

解決する力をはぐくみ、自ら進んで学習に取り組む態度を養います。 
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無回答
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分からないことが多い

分かる分からないが半分くらい

だいたい分かる
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●基礎的･基本的な知識･技能の定着と活用に課題 

  全国学力・学習状況調査の結果では、全教科とも全国の平均正答率とほぼ同じか上回

っている状況ですが、全体的な傾向として、「知識・技能の定着」に一部課題が見られ、

主として「活用」に関する問題の正答率に課題が見られました。 

全小中学校の児童生徒を対象に実施している横浜市学習状況調査の結果からは、基礎

的・基本的な内容の理解をもとにした学習の積み重ねが大切な教科において、高得点と

低得点の学習集団に分かれる傾向が見られます。また、小学校中学年までに、授業以外

の時間に学習をしていない子どもと、少しでもしている子どもの正答率に差が生じ始め、

学年が進むにつれて、授業以外の学習時間に比例して正答率が高くなる傾向があります。

「学校の勉強はどのくらいわかりますか」という設問については、「わかる」「だいたい

わかる」と答えた子どもは中学校に入ると減少しています。 

こうした状況を受け、平成 21 年度に、子どもの学力向上に向けた計画として「横浜市

子ども学力向上プログラム」を策定しました。 

今後は、基礎的･基本的な知識･技能を定着させるとともに、学習活動に思考力・判断

力・表現力を高められるような場面を積極的に取り入れるなど、義務教育９年間を通し

て、一層の授業改善を図ることが求められます。 

また、学習習慣の定着化に向けた取組を進めることも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策２ 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

■学校の勉強はどのくらいわかりますか 

＜出典＞平成 21 年度横浜市学習状況調査（横浜市教育委員会） 

確かな学力の向上  

現状と課題 

施策の方針 
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●言語力育成の必要性 

  近年のＰＩＳＡ調査（生徒の学習到達度調査）の結果では、日本の子どもたちは「読

解力」の得点について課題が見られました。また人間関係の希薄化などに伴いコミュニ

ケーション能力の育成が課題となっています。 

  これらの課題を解決するために子どもたち

の知的活動、感性や情緒、コミュニケーション

の基盤である言語力＊ 1を育成することが求め

られています。 

  教科などのあらゆる場面を通じた言語活動の

充実や読書活動の推進などにより、言語に関す

る豊かな環境を整え、言語力の向上に取り組む

必要があります。 

 

●理数の学習への関心・意欲に課題 

  横浜市学習状況調査の結果からは、理科や算 

 数・数学が好きな子どもが、学年進行に伴って 

 減少する傾向が大きく、学習内容の高度化など 

 により学習意欲の低下や全体的な理数離れの状 

 況が見られます。そのため、観察や実験、問題 

 解決的な学習の展開を通して、理科や算数・数 

 学への学習意欲を高め、科学的に探究する力を

育てる必要があります。 

 

●情報社会を生き抜く力の必要性 

  パソコン・携帯電話の普及やインターネット

の広がりは、生活に大きな利便性をもたらす一

方で、情報の受け手に様々な危険をもたらす側

面ももっています。 

こうした中、学校では、様々な情報ツールを

活用して、子どもたちが情報を選んで集めたり、

見極めたり、発信したりする学習活動を展開し、

正しい知識とモラルのもとで情報社会を主体的

に生き抜いていくための能力を育成する必要が

あります。  

                                                  
＊１ 文 部 科 学 省 は、言 語 を、「知 的 活 動 、感 性 ・情 緒 等 、コミュニケーション能 力 の基 盤 として、生 涯 を通 じて個 人

の自 己 形 成 にかかわるとともに、文 化 の継 承 や創 造 に寄 与 する役 割 を果 たすものである」と位 置 付 けています。

また、言 語 力 については、「知 識 と経 験 、論 理 的 思 考 、感 性 ・情 緒 等 を基 盤 として、自 らの考 えを深 め、他 者 と

コミュニケーションを行 うために言 語 を運 用 するのに必 要 な能 力 である」としています。＜文 部 科 学 省  「第 8 回

言 語 力 育 成 協 力 者 会 議 配 付 資 料 」平 成 19 年 ８月 16 日 ＞ 

■ＩＣＴ活用、情報モラル・マナーの指導状況 
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活用して情報収集 モラルやマナー
％

＜出典＞平成 21 年度横浜市学習状況調査（横浜市教育委員会）

＜出典＞国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能③』 
（平成 21 年度／ぎょうせい） 
※出典に基づき横浜市教育委員会がグラフを作成 

■ＰＩＳＡ調査日本の順位の推移 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

2000 2003 2006

順位

科学的リテラシー 読解力 数学的リテラシー

参加国32カ国    41カ国      56カ国  

■理科、算数・数学が好きと答えた子どもの割合 
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算数・数学 理科

％

＜出典＞平成 21 年度横浜市学習状況調査（横浜市教育委員会） 
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１「横浜市子ども学力向上プログラム」に基づく学力の向上 

（１）データに基づく課題の把握と各学校の取組の推進 

    各学校が横浜市学力・学習状況調査のデータなどから子どもの学力・学習の状況

を多面的に分析し、課題を明らかにするとともに、その課題の解決に向けた「学力

向上アクションプラン」を策定し、基礎的・基本的な知識・技能の定着とその活用

に向けた学校全体の取組を継続的に行います。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

「学力向上アクションプラン」の策定 － 

毎年度 

全小中学校、特別支援学校

で策定 

 

（２）子どもの考える力をはぐくむ授業力向上への取組 

    子どもの問題解決力や知的探究心をはぐくむための一層の授業改善を図るため、

これまでの授業研究の取組を基盤に、授業力向上研究推進校による先進的な実践を

通して授業力向上に向けた効果的な体制や方法などについての研究を推進し、その

成果を発信し、共有します。 

また、全ての教員の授業力の一層の向上を図るため、小中一貫教育推進ブロック

における合同授業研究を推進します。  

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

①授業力向上研究推進校の指定 

（22 年度からの累計） 
－ 

小学校 40 校・中学校 20 校

を指定 

②小中一貫教育推進ブロックでの合同授業

研究会の実施＜再掲＞ 
－ 

全ブロックで 

年１回以上実施 

 

（３）基礎学力の向上に向けた支援システムの構築 

    子どもたちが自分の学習進度に合わせて学習スキルを磨き、基礎学力の向上を図

ることができるようにするため、インターネット上で日常的に利用できる「はまっ

子学習ドリル（国語及び算数・数学）」を平成22年度に作成するとともに、その学習

成果を測定できる「はまっ子学習検定システム」を平成23年度までに構築し、これ

らのシステムの活用を推進します。 

 

重点取組 

18



 

 

  

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

「はまっ子学習ドリル」・「はまっ子学習

検定システム」の作成・構築及び活用 
－ 

70％以上の 

小中学校が活用 

 

２ 言語力の育成 

（１）言語活動の充実 

    平成 21 年度に策定した「言語活動サポートブック」の活用を推進するとともに、

国語科をはじめとする全ての教科などにおいて、授業の中に言語活動を取り入れる

様々な工夫を図ることを通して、子どもたちが自分の考えを深め、他者とのコミュ

ニケーションを行うために必要な言語力を育成します。 

 

（２）読書活動の推進 

    子どもたちが読書に親しみ、主体的に読書する習慣を身に付けられるようにする

ため、平成 22 年度内に「横浜市子ども読書活動推進計画（二次計画）」を策定し、

読書活動を総合的に推進します。また、全小中学校における学校図書館の活性化に

向けて「学校図書館教育指導計画の手引き」などを策定し、学校を支援します。 

学校では、学校図書館の環境を整えるとともに、読み聞かせボランティアや図書

ボランティアなどの積極的な活用、「はまっ子読書の日」＊ 2を生かした取組などを

通して、読書活動の一層の充実を図り、その成果を発信します。 

また、「はまっ子読書ノート」の配布などを通して、本に関する多様な情報を積

極的に提供することにより、子どもたちが良書と出会い、新たな知識を獲得したり、

新鮮な感動を味わったりできる機会の充実を図ります。 

 

３ 理数教育の推進 

    校種や発達の段階に応じて子どもたちの科学への関心や意欲を高め、身の回りの

物事を科学的に理解したり問題を発見・追究したりする態度や能力を育てるために、

専門的な支援体制や様々な体験の機会を充実させ、理数教育を推進します。 

小学校では、理科支援員を配置することで観察や実験による学習活動を充実させ、

その結果を考察し、そこから結論や真理を導き出す過程を大切にする授業を推進し、

理科が好きだと答える子どもの割合を増やします。 

また、小学校、中学校、高校が連携した理科実験教室の充実を図ります。 

                                                  
＊２ 2010 年 の「国 民 読 書 年 」を契 機 として、市 立 学 校 の児 童 生 徒 ・教 職 員 ・保 護 者 への読 書 の啓 発 や学 校 図 書

館 の活 性 化 に向 けた意 識 の高 揚 を図 るため、横 浜 市 教 育 委 員 会 は毎 年 11 月 の第 一 金 曜 日 を「はまっ子 読

書 の日 」と制 定 しました。 
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４ ＩＣＴ活用能力と情報モラルの育成 

    急速かつ世界的なＩＣＴ*3の広がりに対応するため、「ＩＣＴ学習よこはまスタ

ンダード」（平成 21 年度改訂）に基づいて、子どもの発達の段階に応じた情報活

用能力の育成を目指すとともに、学習用コンテンツの充実や教育用コンピュータの

計画的整備、教員のＩＣＴ活用指導力を高めるための研修の実施などを進めてきま

した。 

引き続き、これらの教育環境の維持向上に努め、教員研修の充実を図ることを通

して、子どもたちが効果的に情報を集めたり、必要な情報を選んで活用したりでき

る能力や、情報に関するモラル・マナーを育成します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

教員のＩＣＴ活用指導力＊ 4を高めるため

の研修の実施 

教員の ICT 

活用指導力

70％ 

教員のＩＣＴ活用指導力 

85％ 

 

                                                  
＊３ Information and Communication Technology 情 報 通 信 技 術  

＊４ 文 部 科 学 省 は、教 員 のＩＣＴ活 用 指 導 力 を、「Ａ：教 材 研 究 、指 導 の準 備 ・評 価 などにＩＣＴを活 用 する能 力 」、

「Ｂ：授 業 中 にＩＣＴを活 用 して指 導 する能 力 」、「Ｃ：児 童 生 徒 のＩＣＴ活 用 を指 導 する能 力 」、「Ｄ：情 報 モラル

などを指 導 する能 力 」、「Ｅ：校 務 にＩＣＴを活 用 する能 力 」の５つに分 類 し、これをもとに整 理 した 18 項 目 につい

て、全 教 員 を対 象 に毎 年 度 調 査 を実 施 しています。＜文 部 科 学 省 「教 員 のＩＣＴ活 用 指 導 力 の基 準 」＞ 

本 市 では、この調 査 の各 設 問 において、「できる」「ややできる」と答 えた教 員 の割 合 を平 均 した数 値 を、教 員 の

ＩＣＴ活 用 指 導 力 として把 握 しています。  
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■最近の子どもについてどう思いますか 

（複数回答） 

 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 
 

○豊かな体験を通して感動する心を大切にするとともに、礼儀や規律を重んじ、

相手の人格や生命を尊重して行動できる子どもをはぐくみます。 

■児童・生徒指導上の諸問題に関する調査 

「暴力行為」の状況 （対教師暴力、生徒間暴力、

対人暴力、器物損壊の合計件数） 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

■不登校児童生徒の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

●子どもの道徳心や規範意識の低下 

近年、子どもの生命尊重の精神や自尊感情の 

乏しさ、規範意識の低下、人間関係を形成する 

力の低下など、心の活力が弱まっているとの指 

摘がなされています。 

子どもの豊かな心をはぐくむために、学校で 

は、道徳の時間を要とした教育活動全体を通し 

た道徳教育の充実や、人権尊重の精神を基盤と 

する教育（人権教育）を推進するとともに、集 

団宿泊体験活動、職場体験活動、ボランティア 

活動、伝統や文化に触れる機会を提供するなど、 

体験活動の充実を図る必要があります。 

 

●いじめ、暴力行為、不登校などの増加  

  いじめや不登校、いわゆる学級崩壊、暴力行 

為など子どもを取り巻く諸課題は、多様化する 

とともに増加しています。 

学校では、児童生徒一人ひとりの状況に応じ 

 た組織的な対応を図り、未然防止と早期対応・ 

再発防止などに取り組むことが重要です。 

 

●問題行動への毅然とした対応 

  暴力行為など、児童生徒の生命や安全に係る 

 問題行動に対しては、学校内での規律の維持や 

児童生徒の規範意識の醸成を図るための指導体 

制の強化が求められています。 

学校においては、「社会で許されないことは学校でも許されない」という毅然とした姿

勢で、組織的に粘り強い指導を推進していくことが重要です。 

重点施策３ 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

対 象 ：18歳 から49歳 の市 民 5,000人 と49歳 以 上 の市 民 5,000人

(合 計 10,000人 )のうち、有 効 回 収 数 4374件  

豊かな心の育成

施策の方針  

＜出 典 ＞次 世 代 育 成 支 援 に関 する市 民 意 識 調 査

報 告 書  

（平 成 21年 度 ／横 浜 市 こども青 少 年 局 ） 

現状と課題 

12.3

21.9

33.4

35

59.1

66.1

0 20 40 60 80

（%）

基本的な生活ルールやマナーを

知らない子どもが増えた 

習い事や塾に通うことが普通に

なり、忙しそうになった 

忍耐力がなくなった 

世代間の交流や年齢の違う子ども

同士で遊ぶことが少なくなった 

友達感覚で、大人と子どもの区別

がつかない子どもが増えた 

地域の大人にあいさつしなくなった 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

小学校 376 398 559 693

中学校 2,166 2,464 2,826 2,755

高校 10 3 12 13

計 2,522 2,865 3,397 3,461

[ ]内は
出現率

Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度

小 学 校
991人

[0.52%]
1,032人
[0.54%]

943人
[0.49%]

1,066人
[0.55%]

中 学 校
2,663人
[3.69%]

2,841人
[3.84%]

2,847人
[3.80%]

2,796人
[3.67%]
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１「『豊かな心の育成』推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（仮称）」の策定と取組の推進 

    「豊かな体験を通して感動する心を大切にするとともに、礼儀や規律を重んじ、 

相手の人格や生命を尊重して行動する」子どもの姿＊１の実現を目指し、「『豊かな 

心の育成』推進プログラム（仮称）」を平成 23 年度に作成し、学校、家庭、地域の 

役割を明確にするとともに、効果的な指導の在り方などを示します。また、これに 

基づき、子どもの「豊かな心」を育成するための施策の検討や取組を進めます。 

 

２ 道徳教育の推進 

    豊かな情操や規範意識、公共心、伝統や文化を尊重する心など、横浜の未来を担

う子どもの人格形成の基盤となる道徳性＊２を育成するため、道徳教育の充実を図り

ます。学校では、道徳教育全体計画に基づき、道徳教育推進教師を中心とした全教

職員による校内推進体制により、道徳の時間を中心に、計画的な指導に取り組みま

す。また、道徳教育の推進や校内推進体制などの充実に向けて、道徳教育推進教師

を対象とした研修を実施します。 

    中学生を対象とした「礼儀・作法読本」の作成・活用を通して、社会のルールを

守り自律的に生きる態度の育成を図ります。 

 

３ 人権教育の推進 

    確かな人権感覚をもった教職員のもとで人権教育を推進し、「だれもが」「安心し

て」「豊かに」生活できる学校を目指します。 

 学校では、人権教育の全体計画に基づく取組を推進し、子どもの自尊感情を高め、

自分の人権を守り、他の人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の育成を図りま

す。 

 また、同和問題、職業、外国人、障害者及び男女共同参画など、重要な人権課題

について児童生徒の発達段階に応じて適切に指導し、差別の解消を図る教育を推進

します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

人権教育のための全体計画の作成 ７校 24 年度までに全校で作成 

                                                  
＊１ “横 浜 の子 ども”として示 した３つの基 本 のうち、【徳 】として示 した子 どもの姿 （５頁 ） 
＊２ 道 徳 教 育 の目 標 は、学 校 の教 育 活 動 全 体 を通 じて、道 徳 的 な心 情 、判 断 力 、実 践 意 欲 と態 度 などの道 徳  

 性 を養 うこととされています。＜文 部 科 学 省 「学 習 指 導 要 領  第 ３章 道 徳 」平 成 20年 ３月 告 示 ＞ 

重点取組 
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４ いじめや不登校などへの対応と教育相談体制の充実 

（１）児童生徒のいじめ、暴力行為などへの対策 

    「子どもの社会的スキル横浜プログラム」＊３や「児童・生徒指導の手引き」＊４な 

どを活用し、いじめや暴力行為など、児童生徒の問題行動の未然防止・早期解決に

向けた取組を継続して実施します。 

子どもに関する諸課題の対応への校内の中心的役割と、地域連携を進める対外的

な窓口を担う児童支援専任教諭を全小学校へ配置します。また、小学校の児童指導

担当教諭・児童支援専任教諭と中学校の生徒指導専任教諭、特別支援教育コーディ

ネーター＊ ５による合同研修会を実施するなど、小中学校の連携を密にした指導体

制を構築します。 

    さらに、小学校では、はまっ子ふれあいスクール指導員なども参加する「子ども

の社会的スキル横浜プログラム」を活用した研修会を実施するなど、放課後児童育

成施策＊６との連携を図ります。 

    子どもの「ケータイ・ネット」（携帯電話、インターネット利用）にかかわる犯

罪被害・加害や、依存など生活習慣上の問題に子どもたちが巻き込まれないよう、

引き続き、学校では、ＰＴＡなどと協働して、携帯電話の取扱ルールを明確にし、

指導や対応を徹底します。また、子どもや保護者などに対し、フィルタリングなど

の啓発に努めます。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

児童支援専任教諭の配置 － 全小学校に配置 

 

（２）不登校児童生徒への支援 

    「不登校対策アクションプラン」（平成 22 年度改訂予定）に基づき、「子ども

の社会的スキル横浜プログラム」の活用や、「不登校を一緒に考える『保護者向け

パンフレット』」（平成 21 年度作成）などを活用した保護者への支援、また、 

ＮＰＯ、民間教育施設、区役所など関係機関との連携・協働により、不登校の予防、

早期発見・早期対応に努めます。 

 

                                                  
＊３ 子 どもが、いじめ問 題 や日 常 生 活 の様 々な問 題 を自 らの力 で解 決 できるよう、年 齢 相 応 の社 会 的 スキルを育

成 する指 導 プログラムと、学 級 や個 人 の社 会 的 スキルの育 成 の状 況 を把 握 し改 善 の方 法 を探 る Y-P アセスメ

ントにより構 成 。併 せて活 用 することによって、子 どもの社 会 的 スキルの効 果 的 な育 成 を図 ります。 

＊４ いじめ、暴 力 行 為 、ネットいじめ、児 童 虐 待 、いわゆる「学 級 崩 壊 」、不 登 校 などの 16 の今 日 的 な児 童 ・生 徒

指 導 上 の課 題 に対 して、横 浜 市 独 自 の視 点 からそれぞれの「事 例 」「原 因 ・背 景 」「対 応 」「用 語 ・関 連 法 規 」

などを整 理 してまとめたもの 

＊５ 各 学 校 の特 別 支 援 教 育 の充 実 に向 け、研 修 の企 画 や校 内 体 制 の整 備 、保 護 者 対 応 など、その中 心 的 な役  

割 を担 う教 諭 （兼 務 ）。児 童 支 援 専 任 教 諭 配 置 校 については、同 専 任 教 諭 が特 別 支 援 教 育 コーディネータ 

ーを兼 務 します。 

＊６ すべての子 どもにとって、安 全 で快 適 な放 課 後 の居 場 所 の提 供 と健 全 育 成 を目 的 に設 置 されている「放 課 後

キッズクラブ」「はまっ子 ふれあいスクール」「放 課 後 児 童 クラブ」の３事 業  
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    また、不登校児童生徒一人ひとりの状況に応じて、ハートフルフレンド＊７による

家庭訪問（話し・遊び相手）や、ハートフルスペース＊８（適応指導教室）、ハート

フルルーム＊９（相談指導学級）での再登校や社会的自立に向けた相談・指導を継続

して実施します。 

    小中学校では、「登校支援アプローチプラン（仮称）」を作成し、不登校の予防、

早期発見・早期対応、再登校に向けた支援など、自校の状況に応じた取組を推進し

ます。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

「登校支援アプローチプラン（仮称）」の

作成  
－ 

23 年度から 

全小中学校で作成 

 

（３）教育相談体制の充実 

    教育総合相談センターでは、区役所や関係機関との連携強化を図り、相談におけ

る総合的なネットワークづくりを推進します。 

また、学校に配置された「小中連携型カウンセラー」＊10 の効果などを検証し、

カウンセラー体制の更なる充実と工夫を図るなど、相談支援体制の充実を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
＊７ 不 登 校 で家 庭 にひきこもりがちな児 童 生 徒 に対 し、心 理 の専 門 家 等 の指 導 のもとに、大 学 生 ・大 学 院 生 を家

庭 に派 遣 し、状 態 の緩 和 と保 護 者 の不 安 の解 消 を図 ります。 

＊８ 不 登 校 状 態 にある児 童 生 徒 に対 して、自 己 肯 定 感 と相 互 の信 頼 関 係 をはぐくみ、再 登 校 、社 会 的 自 立 に向

けた相 談 ・指 導 を実 施 （週 ２～３回 の通 室 ） 

＊９ 不 登 校 状 態 にある児 童 生 徒 に対 して、基 本 的 生 活 習 慣 の確 立 、基 礎 学 力 の補 充 、学 校 生 活 への適 応 など

を図 り、再 登 校 に向 けた相 談 ・指 導 を実 施 （毎 日 通 室 ） 

＊10 中 学 校 区 の小 中 学 校 へ同 一 カウンセラーを配 置 し、児 童 生 徒 ・保 護 者 の心 理 的 な安 定 や小 中 学 校 の情 報

の共 有 化 を推 進  

●主な教育相談 
【教育総合相談センター】 

○一般教育相談<電話相談> 

不登校や友人関係、学習・進路、海外転出入などの教育に関する相談 

○専門相談 

教育に関する心理相談<面接>・医療相談<面接>・幼児相談<電話相談> 

○「いじめ 110 番」<電話相談（365 日 24 時間体制）> 

○学校での教育相談  
・各区に配置された教育相談員や学校カウンセラーが学校を訪問し、相談に対応 

教育相談員：主として教職員の相談対応 

学校カウンセラー：主として小学校を訪問し、児童生徒・保護者及び教職員の相談

に対応 

・学校に派遣したスクールカウンセラー（臨床心理士などの資格を持つ心の専門家）が、

児童生徒・保護者及び教職員の相談に対応 

配置校：中学校全校と一部の小学校・高校 

派遣時間：週１回８時間あるいは週２回４時間ずつ 

  

【各区役所福祉保健センター】 

○「子ども・家庭支援相談」<電話相談・面接相談> 

・学校カウンセラー（臨床心理士など）・教育相談員（元校長）、保健師、保育士など、

専門の相談員による、乳幼児期から学齢期、思春期までを対象とした教育相談、子ど

もや家庭の問題に関する専門機関などの情報提供を実施 

※この事業は、こども青少年局が教育委員会との連携により各区で実施しています。 
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○健康で安全な生活を心がけるとともに、運動に親しみ、自らの健やかな体を

つくる子どもをはぐくみます。  
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●運動能力及び体力の低下 

  本市の児童生徒の体力・運動能力の状況は、 

神奈川県平均と比較するとほぼ同水準か、やや 

上回るものの、全国平均との比較では、平成 21 

年度は全８種目中、小学生男子で６種目、小学 

生女子で７種目、中学生男子で７種目が下回っ 

ている状況です。特に中学校女子では、すべて 

の項目において全国平均を下回っている現状で 

す＊1。 

この課題を解決するために、平成 21 年度に 

「体力アップよこはま 2020 プラン」＊2を策定し、平成 32（2020）年までに児童生徒の

体力がピークだった昭和 60 年の横浜市の体力水準に回復させることを目標にしました。

今後は、これに基づいて運動能力及び体力向上の各取組を推進することが求められてい

ます。 

 

●健康で安全な生活習慣の確立  

子どもの心身のバランスのとれた成長を図るためには、体力の向上とともに、健康で

安全な生活習慣を実践していくことが必要です。 

「朝食を毎日食べる児童生徒」は 20ｍシャトルランや反復横とびを中心に「時々食べ

ない、全く食べない児童生徒」の数値を上回っている結果＊3からも、食習慣を含む生活

習慣の改善が体力の向上・増進に必要であることがわかっています。 

健康で安全な生活習慣の確立に向けて、引き続き食育を中心とした健康教育を推進す

ることが重要です。また、関係機関とも連携して、喫煙、飲酒、薬物乱用の防止に関す

る教育の充実が求められています。 

 

                                                  
＊１ 平 成 21 年 度 全 国 体 力 ・運 動 能 力 、運 動 習 慣 等 調 査 報 告 書 （文 部 科 学 省 ） 

＊2 平 成 22 年 ３月 「横 浜 市 子 どもの体 力 向 上 推 進 計 画  体 力 アップよこはま 2020 プラン」策 定  

＊3 平 成 21 年 度 全 国 体 力 ・運 動 能 力 、運 動 習 慣 等 調 査 報 告 書 （文 部 科 学 省 ）  

＜出 典 ＞児 童 生 徒 体 力 ・運 動 能 力 調 査  

    （平 成 21 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

重点施策４ 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

健やかな体の育成  

現状と課題 

■運動能力の全国との比較 

（小学校はソフトボール投げ） 

（中学校はハンドボール投げ） 

施策の方針 

（女子） 
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１ 「体力アップよこはま 2020 プラン」に基づく体力づくり 

（１）データに基づく課題の把握と各学校の取組の推進 

    「体力アップよこはま2020プラン」では、平成32（2020）年までに、児童生徒の

体力がピークだった昭和60年の横浜市の体力水準に回復させることを目標としてい

ます。目標達成に向けた具体的な取組を示す「横浜市子どもの体力向上プログラム

（仮称）」を平成22年度中に策定します。 

小中学校では、毎年、全児童生徒を対象に新体力テストを実施し、データに基づ

いた課題の把握や改善に取り組みます。子どもの体力状況については積極的に公表

し、家庭・地域との連携による運動習慣・生活習慣の改善を図ります。 

また、各学校の特色を生かした「体力向上１校１実践運動（仮称）」を展開する

とともに、体力向上推進拠点校を拡充して先進的な取組成果の情報を発信するなど、

多様な取組を推進して、子どもの体力向上を図ります。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

「体力向上１校１実践運動（仮称）」の実施 － 全小中学校で実施 

 

 

（２）トップアスリートたちに学ぶ機会の充実 

    横浜熱闘倶楽部＊4を通したプロ野球やＪリーグの選手・コーチによる学校での技

術指導や交流事業など、トップアスリートやプロスポーツ選手の技術に触れる機会

の提供により、横浜市の子どもの運動意欲を向上させます。 

 

 

２ 食育の推進などによる健康な体づくり 

    「横浜市食育推進計画」（平成22年９月策定）や「食教育推進計画」（平成22年

度改訂予定）に基づいて学校における食育を推進し、子どもが自ら健やかな体づく

りに関心を持ち、健康や食生活にかかわる能力を育成します。 

 

 

                                                  
＊4 市 民 とともに地 元 プロスポーツの支 援 を行 い、市 民 が誇 れるプロスポーツチームが育 つ街 の実 現 を目 的 として、

平 成 7 年 2 月 に設 立 。横 浜 ベイスターズ、横 浜 Ｆ・マリノス、横 浜 ＦＣの応 援 や観 戦 機 会 の提 供 、市 民 とチーム

の交 流 促 進 などの活 動 を行 っています。 

重点取組 
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全市立学校では、学校ごとに作成した食育計画に基づき食育の実践・充実を図り

ます。また、望ましい生活習慣の普及啓発のため、シンポジウムの開催や「食育だ

より」の発行などを通じて情報発信を行い、家庭や地域との連携を進めます。 

さらに、健康な体づくりに関する教育の推進、関係機関と連携した喫煙、飲酒、

薬物乱用の防止に関する教育の取組を進め、健康な体づくりを目指します。 

 

取組内容 21 年度末 目標 

市立小学校の学校給食において市・県内

産物を使用する割合 
15.3％ 

27 年度までに 

県・市内産物を 20.0％使用

 

 

 

 

 

 

   

「横浜市食育推進計画」

に基づく目標 
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○特別な教育的ニーズのある児童生徒の自立と社会参加を目指し、一人ひとりの

状況に応じた指導の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

●特別な支援を必要とする児童生徒の増加 

小中学校では、個別支援学級に在籍する児童生徒数が急増しています。また、通常の 

 学級においても、発達障害など特別な支援を必要とする児童生徒の増加が顕著となり、

それに伴い、通級指導教室＊１利用児童生徒数も増加の一途をたどっています。特別支援

学校では、過大規模化への対応が課題となっており、県との連携を図りながら取り組む

必要があります。 

平成 21 年 12 月に策定した「特別支援教育を推進するための基本指針」に基づき、教

育内容の充実や必要な教育環境の整備を図ることが必要です。 

 

                         

 

 

 

 
 

 

●日本語指導が必要な児童生徒の増加  

  外国人児童生徒などの増加に伴い、日本語指 

導が必要な児童生徒が増えています。 

  こうした状況の中、国際教室＊２の機能強化や 

日本語教室＊３の充実を図るとともに、区役所や 

関係機関との連携を進め、日本語指導が必要な 

児童生徒の学校へのスムーズな適応や学習の充 

実に向けた支援策を進めることが求められてい 

ます。 

                                                  
＊１ 通 常 の学 級 に在 籍 する特 別 な支 援 を必 要 とする児 童 生 徒 が特 性 に応 じた指 導 を受 ける教 室  

＊２ 外 国 人 児 童 生 徒 が５名 以 上 いる学 校 に設 置 。対 象 となる児 童 生 徒 の学 校 教 育 への適 応 を促 進 するための   

   指 導 を行 う教 室 （平 成 22 年 度 59 校 設 置 ）  

＊３ 日 本 語 の初 期 指 導 が必 要 な児 童 生 徒 に対 して、一 定 期 間 、基 礎 的 な日 本 語 指 導 を行 うために開 設 。児    

童 生 徒 が通 う集 中 教 室 （市 内 ４校 に設 置 ）と日 本 語 指 導 講 師 による派 遣 指 導 があります。 

 H19 H20 H21 

小学校 18.6 人 23.8 人 24.2 人

中学校 9.6 人 11.1 人 13.2 人

重点施策５ 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

特別なニーズに対応した教育の推進  

施策の方針 

■特別な支援を必要とする児童生徒数の推移 ■通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする 

児童生徒数（1 校あたり） 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 
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■日本語指導が必要な児童生徒数 

    ＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 
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１ 特別支援教育の推進 

（１）指導体制の充実 

    特別な支援を必要とする児童生徒の個別の教育支援計画＊４・個別の指導計画＊５

を作成し、全教職員が共通理解のもとに指導にあたります。また、一人ひとりの障

害に応じた適切な指導ができる人材の育成を図ります。 

 平成19年５月に、「ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒への教育的支援

のためのガイドライン」を作成し各学校で活用してきましたが、さらに、自閉症の

特性に応じた指導の充実を図るため、「自閉症教育の手引き（仮称）」を作成しま

す。 

これまでに、全市立学校で特別支援教育コーディネーター＊６を指名するとともに、

小中学校全校に「特別支援教室」を設置し、特別な支援を必要とする児童生徒に対

する指導体制の整備を図ってきました。今後は、特別支援教育コーディネーターの

スキルアップを図り、特別支援教室の活用を含め効果的な学習支援の在り方を検討

します。 

   引き続き、障害児の校内生活などを支援する学校生活支援員派遣事業や、特別支

援学校に在籍する児童生徒を対象にした余暇活動の支援、副学籍による交流及び共

同学習の取組を実施します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

通常の学級に在籍する特別な支援を要す

る児童生徒の「個別の指導計画」の作成
93.6％ 

対象となる全ての児童生徒

について作成 

    

 

（２）通級指導教室の再編・整備 

    通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に対するきめ細かな支援

を行うため、現在、小中学校及び特別支援学校19校に設置されている通級指導教室

（情緒、言語、難聴、弱視）の再編･整備を行います。 

 

 

 

                                                  
＊４ 子 ども一 人 ひとりのニーズを把 握 し、医 療 などの関 連 機 関 と連 携 を図 りつつ、学 校 卒 業 後 まで含 んだ長 期 的  

な視 野 に基 づいて立 てた個 人 の支 援 計 画  

＊５ 学 校 における教 育 課 程 や指 導 計 画 を踏 まえ、教 育 的 ニーズに対 応 しつつ教 育 内 容 や教 育 方 法 を盛 り込 ん

だ個 別 の計 画  

＊６ 各 学 校 の特 別 支 援 教 育 の充 実 に向 け、研 修 の企 画 や校 内 体 制 の整 備 、保 護 者 対 応 など、その中 心 的 な役  

割 を担 う教 諭 （兼 務 ）。児 童 支 援 専 任 教 諭 配 置 校 については、同 専 任 教 諭 が特 別 支 援 教 育 コーディネータ 

ーを兼 務 します。 

重点取組 
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（３）特別支援学校の教育環境の改善  

    特別支援学校の児童生徒数の増加による過大規模化の解消を図るために、新治特

別支援学校を旭区若葉台地区に移転整備します。また、児童生徒の増加により施設

が狭隘化
きょうあいか

している中村特別支援学校の教育環境の改善を図ります。 

  

 

（４）就学・教育相談の充実と学校支援         

    特別支援教育総合センターでは、保護者・本人の教育的ニーズを的確に把握し、

適正な就学・教育相談を進めるとともに、４方面の学校教育事務所と連携し、継続

的な相談に努めます。また、特別支援学校のセンター的機能、通級指導教室による

支援センター機能、関係諸機関とのネットワーク作りを促進し、小中学校などにお

ける特別支援教育の推進を図ります。 

    さらに、医師などの専門家チームの派遣やＰＴ（理学療法士）、ＯＴ（作業療法士）、

特別支援学校教員、通級指導教室担当教員による学校訪問などによる学校支援＊７を

進めます。 

 

 

２ 日本語指導が必要な児童生徒への支援 

    国際教室担当教諭など、日本語指導が必要な児童生徒の指導にあたる教員の専門

性を高め、日本語指導の充実を図ります。また、日本語指導の方法や転入時の保護

者対応の方法、「学校用語対訳集」などで構成された受入マニュアルを作成し、学

校に配布するなど、学校を支援する体制＊８を整えます。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

日本語指導が必要な児童生徒などの受 

入・指導マニュアルの配布 
― 24 年度までに配布 

 

                                                  
＊７ この他 の学 校 支 援 として、地 域 における障 害 児 療 育 の中 核 施 設 である地 域 療 育 センターの有 する経 験 と専

門 性 を生 かし、専 門 スタッフが小 学 校 を訪 問 し、技 術 的 支 援 や教 職 員 への研 修 を実 施 しています。 
＊８ 小 学 校 では児 童 支 援 専 任 教 諭 などが、中 学 校 では生 徒 指 導 専 任 教 諭 などが、日 本 語 指 導 が必 要 な児 童

生 徒 の状 況 に合 わせて、さまざまな支 援 をコーディネートしています。 
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〈関連施策〉 

●学校通訳ボランティア派遣制度 

  小中学校の依頼に基づき、保護者支援を目的として、学校での転入学の説明、個人面談、

入学説明会、家庭訪問などにおける通訳を行います。この制度は、横浜市教育委員会が横

浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ）に委託し、同協会と国際交流ラウンジ/コーナー（市内７

か所）が協働で実施しています。 

 

●各区における取組例 
 【鶴見区】 

・日本語を母語としない子どもたちへの学習支援事業 

・つるみ学習支援教室 

【中区】 

・外国人生徒のための学習支援教室の開催 

【南区】 

・市民通訳ボランティア、外国人支援ボランティアなどの派遣 

・外国人保護者対象の教育相談開催 

・日本語を母語としない児童生徒への市民ボランティアによる学習指導 

【金沢区】  
・国際交流ラウンジ日本語教室への児童生徒の受入れ  
・外国につながる子どもたちの日本語学習支援ボランティア養成講座 

・学校通訳ボランティア、母語による学習支援サポーター派遣 

【都筑区】 

・外国につながる児童生徒への学習支援、相談事業 

・小中学校全教職員向け「外国につながる子どもとともに～考えるためのヒント～」発行

31



 

 

 

○各高校が、時代や市民のニーズに応じた魅力ある高校づくりを推進し、生徒の

能力や個性を生かすことのできる進路の実現を目指します。 

■横浜市立高校卒業生進路状況 

 

 

 

 
 

         

  

 

 
 

 

●個に応じた教育の確立 

横浜市立高校は、「横浜市立高等学校改革推

進プログラム」（平成 18年～22 年の５か年計画）

により、10 校 11 課程が特色ある高校づくりを

進めてきました。しかし、近年の社会状況の変

化に伴い高校教育へのニーズが多様化＊ １する

中、各高校が生徒の可能性を伸ばし、一人ひと

りが個性と能力を発揮しながら社会の中で自

立する力をはぐくむことが一層求められてい

ます。 

 

 

 

 

●魅力ある高校教育の推進 

平成 21 年には、先端科学技術の知識を活用して世界で幅広く活躍する人の育成を目

指し、先進的な教育を推進する「横浜サイエンスフロンティア高校」を開校しました。

また、国際社会で活躍する志の高いリーダー育成を目指す併設型の中高一貫教育校の開

校に向けて準備を進めています。 

 今後は、多くの大学・企業などが立地する横浜の地域性を生かすとともに、横浜市立

大学をはじめとする大学との連携、キャリア教育、客観的な学校評価などを一層効果的

に推進し、市立高校全体の質の向上を目指します。 

また、時代のニーズに対応した教育内容の見直しや専門コースの設置などにより、「生

徒一人ひとりの可能性の伸長・希望する進路の実現」に向けて、魅力ある高校づくりを

推進します。 

 

                                                  
＊１ 近 年 の卒 業 生 の進 路 状 況 を見 ると、様 々な推 薦 入 試 による進 学 者 が増 える一 方 で、国 公 立 大 学 への進 学 者

は少 ない状 況 があります。また、学 校 生 活 などに関 する満 足 度 が高 い一 方 で、授 業 や進 路 指 導 に対 する満 足

度 を高 めていくことが必 要 な状 況 です。 

重点施策６ 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”をはぐくみます 

魅力ある高校教育の推進  

施策の方針 

現状と課題 

＜出 典 ＞横 浜 市 立 高 校 状 況 調 査   

       （平 成 21 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ）

平 成 22 年 ３月 現 在

人
0 50 100 150 200 250 300 350

戸塚定時

横浜総合

みなと総合

横浜商業

鶴見工業

戸塚

金沢

桜丘

南

東

大学 短期大学 専修学校等 就職
その他 未決定者 進学準備
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１ 特色ある高校づくり 

 

（１）中高一貫教育校の設置 

    ６年間の安定した環境の中で計画的な教育活動を展開し、国際社会で活躍する志

の高いリーダーを育成するため、南高校に併設型の中高一貫教育校を設置します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

中高一貫教育校の開校 － 24 年度開校 

 

（２）特色ある専門コースの設置 

    市立高校にスポーツや芸術などの専門コースを設置し、多様な進路希望の実現を

効果的に支援します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

特色ある専門コースの設置 － ３コースを設置 

 

 

（３） 横浜サイエンスフロンティア高校における科学技術・理数教育の推進 

「スーパーサイエンスハイスクール」＊２としての取組を着実に推進するとともに、

大学・企業との連携や、理科・数学に重点を置いたカリキュラム開発の研究を進め、

生徒の確かな進路実現を目指します。 

 

 

（４）横浜総合高校の移転と教育内容の見直し 

横浜総合高校を県立大岡高校跡地に移転するとともに、教育内容を見直し、多様

化する生徒の状況に対応する進路の実現を目指す高校づくりを進めます。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

横浜総合高校の移転整備 － 25 年度中に移転 

 

 

 

                                                  
＊２ 将 来 の国 際 的 な科 学 技 術 系 人 材 を育 成 するため、先 進 的 な理 数 教 育 を実 施 する高 校 などを文 部 科 学 省 が

指 定 。略 称 「ＳＳＨ」 

重点取組 
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２ 選ばれる高校づくり 

すべての市立高校が、各高校の教育目標を実現するため、教育内容の充実を図り、

選ばれる高校づくりを進めます。 

 

（１）大学との連携 

    横浜市立大学をはじめとする大学との教育連携、接続を効果的に行う仕組みを整

え、教育内容や進路指導の一層の充実を図ります。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

①横浜市立大学など教育連携協定締結大学

との連携事業の実施（18 年度からの累計）
３校 ６校で実施 

②教育連携協定締結大学の拡充 

（18 年度からの累計） 
３大学 ４大学と締結 

 

 

（２）キャリア教育の推進 

    生徒のより良い進路実現を支援するため、各高校が、「横浜市立高等学校における

キャリア教育の指針」＊３に基づくキャリア教育カリキュラムを策定し、目的意識の

明確なたくましい将来設計力を育てます。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

①キャリア教育カリキュラムの策定と推進 － 全校で実施 

②職業体験の実施 ４校 全校で実施 

 

 

（３）市民に開かれ信頼される高校づくり 

    各高校が、第三者による学校評価＊４を活用することにより、学校の状況を客観的

に把握し、組織的、継続的な教育活動、教育環境の改善を図ります。 

 

 

 

                                                  
＊３ 各 高 校 がこれまで取 り組 んできた進 路 指 導 や職 業 教 育 の取 組 などの成 果 を基 に、学 習 指 導 や特 別 活 動 、進

路 指 導 をより効 果 的 に進 められるよう、課 程 や学 科 の特 性 に応 じたキャリア教 育 計 画 を作 成 するための方 策 、

留 意 点 、作 成 例 を示 した指 針 （平 成 21 年 ３月 策 定 ） 
＊４ 市 立 高 校 では、教 職 員 による学 校 の自 己 評 価 や、保 護 者 や地 域 の方 など学 校 関 係 者 による学 校 評 価 をもと

に教 育 活 動 や学 校 運 営 の改 善 を図 ってきました。平 成 21 年 度 からはこれに加 え、市 立 高 校 に直 接 かかわり

をもたない専 門 家 などによる専 門 的 、客 観 的 評 価 を受 け、その結 果 を第 三 者 評 価 書 としてまとめ、教 育 委 員

会 に提 出 することとしています。 
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○求める教師像に基づき、「教師」としての使命感や情熱、さらには実践的指

 導力などの資質能力を有し、子どもの豊かな成長を支える優れた人材を確保 

 します。 
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求める教師像：「プロとしての高い使命感を持つ人」「横浜を愛する人」「教育に情熱をそそげる人」 

 「一生学び続けるという姿勢がある人」「常に自己研鑽に努める人」 

 

 

●教員の大量退職、大量採用時代における優れた人材の確保 

  本市においては、団塊の世代の教員が退職期

を迎え、教員の大量退職、大量採用が続いてお

り、平成 21 年３月に「教職員人材確保計画」を

策定し、中・長期的視点から計画的な教員採用

を行うよう努めています。 

しかし、こうした状況は、今後約 10 年の間続

くことが想定され、依然として人材確保が課題

となっています。特に小学校、中学校理科・数

学の教員採用試験の受験倍率は低推移しており、

優れた人材を確保していくため、今後も、更な

る取組を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●国の動向を踏まえた取組 

国においては、学級編制の標準の引き下げや教職員定数の改善、教員の資質向上方策

の抜本的な見直しが検討されています。これらの動向も踏まえながら、教育委員会が求

める教員を計画的に採用できるよう、更なる取組を進めていく必要があります。 

重点施策７ 

目標２ 誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します －尊敬される教師－ 

優れた人材の確保  

施策の方針 

注 ）人 数 には校 長 など管 理 職 を含 む

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ

■小学校教員の年齢構成 

■教員採用試験最終倍率の推移 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

（倍）

小 学校  

中 学校  
（ 理科 ）  

中 学校  
（ 数学 ）

平成 22 年 5 月 1 日現在 

現状と課題 
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総合的な人材確保策の展開 
（１）採用における取組の充実 

 教員採用試験において、新たな選考試験の実施や特別選考の見直しなどにより、

選考方法の改善を図るとともに、教職課程のある大学や、教職を目指している社会

人、地方在住の教職経験者への広報戦略の充実を図ります。 

 

（２）サポート体制の充実 

    教員採用試験合格者が、安心して横浜に定着するよう、先輩教員の紹介や初任者

研修における宿泊研修など効果的な研修の実施、校内でのメンターチーム＊1による

相談体制の整備、授業改善支援センター（通称：ハマ・アップ）での授業力向上に

努める教員への支援などにより、サポート体制を充実します。  

 

（３）「よこはま教師塾」による教員の確保・養成             

 即戦力となる教員の確保・養成を図るため、「よこはま教師塾」＊2における実践

的な講義・演習の実施及び学校現場での勤務・活動を通じて、横浜の教育の将来を

担う人材を育成します。これまでの取組を検証し、充実を図ります。 

 

（４）教員養成段階からの関係機関との連携 

大学１～３年生を対象に、教員採用試験説明会を実施し、先輩教員からのメッセ

ージを用いるなど、学生が早い時期から具体的に、横浜で教員として働くイメージ

を持てるようにします。 

また、大学と連携して、学生をアシスタントティーチャーとして学校現場で受け

入れたり、養成段階からカリキュラム内容を調整したりするなど、人材育成を協力

して行うとともに、大学推薦特別選考において、推薦分野を設定することなどによ

り、必要な人材の確保に努めます。 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

教員採用試験説明会の実施 年間 74 回 年間 90 回以上実施 

 

                                                  
＊１ 先 輩 教 員 や中 堅 教 員 が助 言 者 となり、経 験 の浅 い教 員 の育 成 ・支 援 を行 うこと  

＊２ 平 成 18 年 度 から実 施 している、本 市 教 員 志 望 者 を対 象 とした教 員 養 成 講 座  

＜平成 22 年度からの取組例＞ 

●先輩教員からのビデオレター 

大学説明会の際などに、出身大学の先輩教員から大学在学生に対してビデオメッセージを送るこ

とにより、大学生に横浜を身近に感じてもらい、受験者の増加につなげます。 

●「ラブコール・フォトレター」 

「横浜市で一緒に教師になろう！」をコンセプトに、学校風景や教員自身を撮影した写真に、各

教員が熱いメッセージや卒業年度、ゼミ名などを書き込んで、出身大学あてに送ります。 

●「横浜教員☆ほっとライン」 

最終合格者のうち希望者を対象に、横浜で教師になるにあたっての不安などを気軽に相談できる

ように同郷や同じ大学出身の先輩教員を紹介します。 

重点取組 
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○自己の崇高な使命を深く自覚し、その資質能力の向上に努める教職員への支

援を行い、尊敬され信頼される教職員を育成します。 

■ 教員が「保護者から望まれている」

と思うこと 

■休職者の推移 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

非行やいじめなど
問題行動への適切な対応

2.3

児童生徒・保護者との
信頼ある人間関係

2.3

専門的知識や技能 14.8

教育への責任感や使命感 22.2

公正・適正な評価・評定 34.4

児童生徒のしつけ 49.8

社会人としての常識 51.3

部活動への積極的な取組 52.8

その他 61.4

無回答 77.02.3

2.3

14.8

22.2

34.4

49.8

51.3

52.8

61.4

77.0

0 50 100（％）

 

 

 

 

 

 

 

教職員に求められる資質能力  （「横浜市人材育成ビジョン（教育委員会版）」） 

「人間性に優れ、使命感・責任感・愛情を持って、近隣校や地域と連携しながら、子どもたちに対応で

きる職員」 

 

 

  

●質の高い教育を支える人材の育成 

子どもの成長や発達に大きな影響を与える存

在である教職員には、教育者としての使命感や

子どもへの教育的愛情はもとより、人間の成長

への深い理解、教科などに関する専門的知識や

実践的指導力、社会の変化に対応する能力など

が求められています。 

そのため、平成 22 年２月に策定した「教職員

のキャリアステージにおける人材育成指標」に

基づき、教職員一人ひとりの経験の程度や職務

に応じて人材を育成することが重要です。 

特に、教員の大量退職、大量採用により、経

験の浅い教員の割合が高まっている＊ １ことか

ら、経験の浅い教員の実践的指導力を育成する

ことが喫緊の課題です。 

 

●教職員の心の健康づくりに向けた取組 

教職員がその資質能力を十分に発揮するには、

心身ともに健康であることが何よりも大切です。 

近年、教職員の休職者が増加傾向にあり、平 

成 22 年３月に「横浜市教職員メンタルヘルス計画」を策定しました。 

今後も、「話しやすい雰囲気づくり」及び「誰もが気軽に相談できる体制づくり」を柱

として、教職員の心の健康づくりに向けた取組を進めていくことが必要です。 

                                                  
＊１ 平 成 22 年 度 までの 5 か年 に初 任 者 研 修 の対 象 となった教 員 は約 23％ 

（平 成 18 年 度 から 22 年 度 の各 年 度 に初 任 者 研 修 の対 象 となった教 員 の合 計 （他 都 市 の研 修 修 了 者 などを

除 く）を平 成 22 年 5 月 1 日 現 在 の教 員 数 で割 った割 合 ） 

重点施策８ 

目標２ 誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します －尊敬される教師－ 

教師力の向上  

現状と課題 

施策の方針 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 意 識 調 査  

（平 成 19 年 度 /横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

（人）

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

休職者 146 181 225 210 202
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１ 教職員の資質能力の向上 

（１）教職員研修の充実 

平成22年２月に策定した「教職員のキャリアステージにおける人材育成指標」に

基づいて研修体系を構築し、各研修を実施します。実施した研修については、効果

測定などに基づく研修評価を充実させ、ＰＤＣＡサイクル＊２を確立します。こうし

た学校外での集合研修と学校での日ごろの業務を通した実践的な研修（ＯＪＴ）を

組み合わせ、さらに人事評価制度と研修の連動を図ることにより、効果的に人材の

育成を進めます。 

また、各学校では、校内研修として授業公開と相互評価を実施していますが、校

種を超えた授業研究により研究の視点を広げられるよう、小中一貫教育推進ブロッ

クにおける合同授業研究を計画的に推進します。 

指導力に課題がある教員に対しては、学校と学校教育事務所などが連携して早期

に適切な指導・助言や指導改善研修などを実施し、指導力の改善に努めます。 

 

（２）経験の浅い教員の育成・支援 

経験の浅い教員の育成・支援のため、先輩教員や中堅教員が助言者となるメンタ

ーチームを組織し、指導技術や児童生徒理解などの実践的ノウハウを伝えるととも

に、日常の悩み相談などに引き続き取り組みます。 

また、初任者宿泊研修やキャリアステージに応じた研修などを効果的に実施し、

実践的指導力を備えられるよう育成します。 

 

（３）授業改善支援センター（通称：ハマ・アップ）の利用促進 

４方面の授業改善支援センターでは、教員のニーズを捉えて、指導主事などによ

る「授業づくり講座」や「授業づくり相談」などの充実を図り、指導計画の改善や

教材の工夫・開発など、「魅力ある・わかる授業づくり」を求める教員を支援しま

す。 

また、新刊教育図書や実践資料である学習指導案、授業ビデオなどの資料を更に

充実させ、利用の促進を図ります。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

授業改善支援センターの利用の促進 

年間延べ

13,319 人 

（月平均約 

1,110 人） 

年間延べ 16,000 人が利用 

（月平均約 1,330 人） 

                                                  
＊２ Plan（計 画 ）Do（実 行 ）Check（評 価 ）Action（改 善 ）を繰 り返 し、継 続 的 に業 務 を改 善 すること 

重点取組 
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２ 教職員の心の健康づくり 

    平成 22 年３月に策定した「横浜市教職員メンタルヘルス計画」に基づき、教職員

のメンタルヘルス不調の早期発見・早期対応に向けて、相談体制の整備や学校への

出張カウンセリングを実施します。また、再発の防止に向けて、非常勤講師を配置

し、復職者の勤務を軽減するなど、対策の強化を図ります。 

    研修やメンタルヘルスに関する啓発などにも継続的に取り組みます。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

出張カウンセリングの実施 

（22 年度からの累計） 
－ 500 校で実施 
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○校長のリーダーシップのもと、全教職員が情報と目標を共有し、チーム力を

 最大限に発揮し、より良い学校運営を行います。 

  ■学校の組織としての機能度 

3 1 .5

6 .0

3 3 .6

5 3 .3

2 7 .4

3 7 .2

2 .81 .5

2 .6
4 .1

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

保 護 者 教 員

学 校 全 体 が 組 織 として 充 分 機 能 して い る

一 部 問 題 は あ る が 、学 校 組 織 と して は 機 能 して い る

組 織 と して 機 能 して い な い

わ か ら な い

無 回 答

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●組織的な学校運営 

  団塊の世代の大量退職に伴い、学校には採用  

 間もない教職員が増加しています。 

 また、不登校や発達障害、児童虐待、日本語 

指導が必要な児童生徒、特別な支援を必要とす 

る児童生徒など、子どもを取り巻く課題は多様 

かつ複合的になっています。子どもの抱える課 

題に対応するためには、教職員が情報と目標を 

共有し、組織的に対応していくことが必要です。 

 これまで管理職の組織マネジメント力を強化 

する取組として、管理職研修や管理職選考の改 

善、教員以外からの管理職の登用、副校長複数 

配置など、管理職の育成・登用システムの改善 

を図ってきました。 

これらの取組の検証を行い、校長、副校長の 

マジメント力を一層高め、校長のリーダーシッ 

プのもと、各学校が特色を生かし、チーム力を 

最大限に発揮できる組織を作ることが求められ 

ています。 

 

●継続的な学校経営の改善 

  平成 20 年度から全小中学校で「横浜市学校評価ガイド」に基づき、自己評価と地域・ 

 保護者などの学校関係者による評価を実施しています。 

  また、平成 22 年度からは、「横浜版学習指導要領」を踏まえて各学校が作成した３年 

 間の中期学校経営方針と学校評価の連動を図っています。 

  信頼される学校を目指して、学校からの的確な情報発信のもと、学校評価の客観性を 

 高め、組織的かつ継続的に学校経営の改善を図ることが必要です。 

重点施策９ 

目標３ 学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します -信頼される学校- 

学校の組織力の向上  

現状と課題 

施策の方針 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 意 識 調 査  

      （平 成 19 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 
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１ 校長、副校長のマネジメント力の向上 

    学校管理職のマネジメント力を高めるため、「横浜市立学校管理職人材育成指針」

を策定するとともに、指針に基づき管理職研修を再構築します。 

    また、各区などに配置している統括校長が主宰する「学校経営推進会議」では、

校長が学校の抱える様々な教育課題などに対応する学校経営のあり方を検討し、校

長のマネジメント力向上を図ります。さらに、次代の横浜の学校を担う管理職を育

成するために副校長を対象にした「よこはま学校経営塾」の充実を図ります。 

 

２ 学校のチーム対応力の強化 

    不登校や発達障害、児童虐待など、子どもを取り巻く諸課題は、適切な初期対応

が必要なものが多く、学校や保護者、関係機関の連携が不可欠です。 

    小学校に特別支援教育コーディネーターを兼務する児童支援専任教諭*1を配置す

るとともに、小中学校をサポートするための非常勤講師の配置やアシスタントティ

ーチャー＊2の派遣を行います。学校のチーム対応力を強化し、児童生徒の抱える課

題の早期対応・再発防止に取り組むとともに、円滑な学級経営や教育活動の支援を

行います。 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

①児童支援専任教諭の配置＜再掲＞ － 全小学校に配置 

②小中学校をサポートするための非常勤講

 師の配置 
124 校 

22 年度から 

毎年度 150 校配置 

③アシスタントティーチャーの派遣    173 人 
22 年度から 

毎年度 200 人派遣 

 

３ 学校評価の活用による学校経営の改善 

    各学校は、ホームページや学校だよりなどによる的確な情報発信を行うとともに、

３年間の中期学校経営方針に基づく学校評価を平成22年度から市立学校全校で実施

し、学校経営の改善と教育の質の向上を図ります。小中一貫教育推進ブロック内で

の相互評価の実施、第三者評価の試行、評価者の養成研修など、学校評価を充実し

ます。また、必要に応じて学校評価の改善を行います。 

                                                  
＊１ 子 どもに関 する諸 課 題 対 応 への校 内 の中 心 的 な役 割 とともに、地 域 連 携 を進 める対 外 的 窓 口 を担 っていま 

   す。平 成 26 年 度 までに全 小 学 校 に配 置 。なお、中 学 校 については生 徒 指 導 専 任 教 諭 を配 置  

＊２ 小 中 学 校 の児 童 生 徒 の教 育 活 動 を支 援 するため教 員 志 望 の学 生 ボランティアを派 遣  

重点取組 
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○学校教育事務所が中心となり、学校により近いところで、教育活動の支援や 

 人材育成を行うなど適確・迅速・きめ細かな学校支援を充実します。 

 

■学校教育事務所      
             平成 22 年４月１日現在

東部 西部 南部 北部

行政区

鶴見区
神奈川区
西区
中区
南区

保土ヶ谷区
旭区
泉区

瀬谷区

港南区
磯子区
金沢区
戸塚区
栄区

港北区
緑区
青葉区
都筑区

小学校数 76校 76校 100校 93校
中学校数 35校 33校 43校 35校  
                 ＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ  

 

 

■教育委員会の所管学校数 
            平成 21 年５月１日現在 

             

            

 

 

 

 

 

               

 
         ＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●学校により近いところでの学校支援体制の整備 

  横浜市には 500 校を超える市立学校があり、これを一つの事務局で直接所管してきた 

 ため、きめ細かな支援体制が必ずしも十分に取れないという課題がありました。こうし 

 た課題に対応するため、平成 22 年４月に学校教育事務所を市内４か所に開設し、より学 

 校に近いところで、学校の課題に対して適確・迅速・きめ細かな学校支援を行う体制が 

 整いました。 

  今後、これまで以上に学校支援を充実させ、校長の学校経営をサポートし、学校と教 

 育委員会事務局が一体となって保護者・市民の期待に応える教育を一層推進することが 

 求められています。 

 

                          

教育
委員会数

小中
学校数
（校）

小中学校
児童生徒数

（人）
横浜市 1 491 269,650
静岡県 40 797 313,568
茨城県 47 802 251,399
広島県 23 816 231,389
山形県 37 462 97,714
大分県 18 477 97,373  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 10 

目標３ 学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します -信頼される学校- 

適確・迅速・きめ細かな学校支援  

現状と課題 

施策の方針 

  

 

★学校教育事務所 

42



  

 

  

 

 

  

学校教育事務所による学校支援  

 

（１）教育活動の支援       

    全指導主事が学校担当として、チームによる計画的な学校訪問を行うことにより、

学校の情報や課題を共有化し、学校に対してより適切な支援を行います。 

   また、指導主事、学校支援員（元校長）、心理・教育学・法律・医療の専門家な

どからなる「学校課題解決支援チーム」が、課題発生の未然防止や学校の抱える様々

な課題への対応を支援します。 

 

 

（２）人材育成    

    指導主事の計画的な学校訪問の中で、適確に教職員の情報を把握することで、適

材適所の人事を行います。 

    また、学校に近い学校教育事務所で研修を行うことで、教職員が研修に参加しや

すい環境を整えるとともに、授業改善支援センター（通称：ハマ・アップ）におい

て、「授業づくり講座」を実施するなど、教職員の能力向上に向けた支援を行いま

す。 

 

 

（３）学校事務支援     

    方面別の拠点校に配置された学校事務支援員が、新採用や経験の浅い事務職員の

育成、学校事務に関する支援などを行います。 

   また、学校事務経験者を事務局に配置し、学校事務支援員の派遣などについて学

校との調整、学校事務支援員への支援を行っています。 

   今後、学校からの事務支援要請に迅速に対応するための体制の充実について検討

を行うとともに、事務職員の研修を充実していきます。 

 

 

（４）地域連携の推進     

    保護者や地域住民から構成される学校安全ボランティアである「よこはま学援隊」 

   の運営、学校運営協議会の設置に関する支援を行います。 

    また、「横浜教育支援隊」＊1の登録・活用、地域コーディネーターの活動状況の 

   把握など、より学校に近い場所で地域の教育力を生かした学校運営を支援します。 

                                                  
＊１ 学 校 の様 々な教 育 活 動 を支 援 するボランティア 

重点取組 
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●家庭教育支援の必要性 

  家庭教育は、すべての教育の原点として、子 

どもの基本的な生活習慣や生活能力、健康な心 

身の育成、他人に対する思いやりや善悪の判断 

などの基本的倫理観、自制心や自立心などを身 

に付ける上で、重要な役割を果たします。 

  しかしながら、近年、核家族化や少子化、地 

域における人間関係の希薄化など家庭を取り巻 

く社会状況の変化の中、子どもの教育に第一義 

的責任を持つ家庭の教育力の低下が指摘されて 

います。 

 このような中、家庭教育支援の必要性が高ま 

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■家庭の教育力に関する意識調査 
 
 問  あなたは、世 の中 全 般 に家 庭 の教 育 力  
   が低 下 していると思 いますか。 

■親の子どもへの接し方と子どもの学力の関係   

 
% 

※ 平成 20 年度全国 学力 ・学習状況 調査結 果より、児童を「国語Ｂ」の正 答率順にＡ層（最も正
答率が高い層）からＤ層（最も低い層 ）の４つの層 に分け、Ａ層 とＤ層で比 較。 

※アンケート項 目 に対 し、「とてもあてはまる」「まああてはまる」と答 えた保 護 者 の割 合  (注 )は「と
てもあてはまる」のみ 

(注) 

重点施策１１ 

目標４ 家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います 

○家庭において、子どもの基本的な生活習慣が身に付き、健全な育成が図られ

るよう、家庭における教育への支援を行います。 

家庭教育への支援  

施策の方針 

＜出 典 ＞ 

お茶の水女子大学

委託研究 

（平成 20 年度／ 

文部科学省） 

現状と課題 

41.2% 16.7%38.6%

3.0%
0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

そう思う ある程度そう思う
どちらともいえない あまりそう思わない
全くそう思わない

＜出 典 ＞家 庭 教 育 の活 性 化 支 援 等 に関 する 
      特 別 調 査 研 究  

 （平 成 20 年 度 ／文 部 科 学 省 委 託 調 査 ）
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１ 親の学びの支援 

    親自身が家庭教育の意義や役割を学習する機会を提供するため、親の学びや家庭

教育をテーマとした学習会などの開催を支援します。また、家庭学習の参考となる

「はまっ子家庭学習応援ＢＯＯＫ」を作成し、小中学校の新入生の保護者へ配布す

るとともに、学校は家庭学習の習慣化を働きかけます。 

さらに、小中学校の新入学時における保護者向け説明会など、様々な機会を捉え、

子どもの教育に対する家庭の役割を改めて喚起し、家庭における基本的な生活習慣

の確立などを働きかけます。 

    

 

２ 相談・サポート体制  

    各区における子ども・家庭支援相談と連携し、教育相談員や学校カウンセラーな

どの専門相談員が、身近なところで子どもや家庭が抱える問題について幅広く相談

にのり、また、専門機関の情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

  

 

＜関連施策＞（横浜市次世代育成支援行動計画「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画」より）

●地域における子育て支援 

  親子が遊びながら交流できる居場所の提供や、子育て家庭向けの相談・情報提供などを行

う「地域子育て支援拠点」「親と子のつどいの広場」「幼稚園はまっ子広場」「保育所子育て

ひろば」などの整備を進めます。 

  

●放課後の居場所づくり 

  子どもにとって安全で快適な放課後の居場所を提供するため、「放課後キッズクラブ」「は

まっ子ふれあいスクール」「放課後児童クラブ」など放課後児童育成施策を推進します。 

 

●多様な体験機会の提供 

  子どもが多様な人とかかわり、様々な体験ができるよう、青少年施設などにおける体験の

機会を提供します。  

重点取組 
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○地域と学校が連携し、地域の人々の協力を得ながら、地域全体で子どもの成

長を支え合います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

●地域に支えられる学校づくり 

  近年、子どもを取り巻く環境が変化する中で、学校に様々な役割が期待されてきてい

ます。また、子どもが地域の大人など様々な他者とかかわる機会が減少しており、従来

地域が担ってきた子育てや社会性育成などの機能が低下していると言われています。 

このような状況の中で、積極的に学校の活動に協力する保護者や地域の方も多く、子

どもの登下校時に安全確保を図る「よこはま学援隊」や学校支援ボランティアなど様々

な形で地域が学校にかかわり、活動を行っています。また、平成 17 年度から学校運営協

議会の設置を進めていますが、保護者や地域の方が一定の権限と責任を持って学校運営

に参画することで、学校運営の活性化が図られています。 

今後も、地域の教育力を生かした学校運営を行うため、学校運営協議会など地域全体

で学校を支援する組織の設置や地域と学校とのパイプ役となるコーディネーターの養

成・確保、連携・交流の拠点として「地域交流室」など活動の場の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

●地域における幼稚園・保育所・小学校の連携の必要性 

  幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、これまで「幼保小教育交流事業」

＊ １や「幼保小連携推進地区事業」＊ ２などを実施し、幼稚園・保育所・小学校が様々な

交流・連携を進めてきました。今後も、幼稚園・保育所・小学校や中学校など地域の関

係機関が交流・連携していくことにより、子どもを守り育てていくことが必要です。 

                                                  
＊１ 区ごとの取組テーマを設定し、幼稚園・保育所・小学校が様々な連携・交流を実施   
＊２ 幼児教育と小学校教育との円滑な接続と双方の教育の充実を目指し、平成 20 年度から、幼稚園・

保育所と学校が協働で連携事業を実施し、その成果を各区内に発信（平成 20 年度９地区、平成

21 年度 18 地区）   

重点施策１２ 地域と学校との連携  

施策の方針 

目標４ 家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います 

■地域の教育力に関する意識 

現状と課題 

33.7%

33.2%

33.1%

30.1%

56.1%

0% 20% 40% 60%

個人主義が浸透してきているので

（他人の関与を歓迎しない）

地域が安全でなくなり、子どもを他人と

交流させることに対する抵抗が増してるので

近所の人々が親交を深められる

機会が不足しているので

人々の居住地に対する

親近感が希薄化しているので

母親の就労が増加しているので

15.1% 22.7%55.6%

5.2% 1.5%

 

以前に比べて  以前に比べて   以前と変  わから 不明
低下している  向上している  わらない  ない  

その理由 

※14項目の中から３つまで選択 

上記グラフは上位５項目の回答率 

＜出典＞平成17年度地域の教育力に関する実態調査（文部科学省） 
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１ 地域の教育力を生かした学校運営の支援 

    保護者や地域の方々の意見を聞き、学校運営に対する理解や協力を得ながら、特

色ある教育活動を進めるため、学校運営協議会の設置を推進します。 

また、学校や地域の状況に応じて、地域住民などが主体的な担い手として学校を

支援できる仕組みづくりを進めるため、学校と地域のパイプ役を担う地域コーディ

ネーターを養成し、効果的に配置するとともに、連携・交流を進めるための活動の

場として「地域交流室」の設置を進めます。 

さらに、「横浜教育支援隊」など学校が地域人材や退職後の教職員などのボラン

ティアを活用できるよう支援します。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

①学校運営協議会の設置 

（17 年度からの累計） 
36 校 120 校に設置 

②地域コーディネーターの配置 

 （19 年度からの累計）       
48 校 148 校に配置 

 

 

２ 地域における幼稚園・保育所・小学校の連携  

    子どもが安心して小学校生活を過ごすことができるよう、地域における幼稚園・

保育所・小学校が連携し、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図ります。 

「幼保小教育交流事業」において地区ごとの取組テーマを設定し、幼稚園・保育

所・小学校が様々な連携・交流を進めるとともに、連携研修会を開催し、相互理解

を深められるようにします。 

また、「幼保小連携推進地区事業」の実施や、児童支援専任教諭などを中心に地

域の幼稚園・保育所・小学校の連携を進め、幼児期と学童期の滑らかなつなぎを実

現することで、子どもの健やかな育ちを支えていきます。 

重点取組 
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■建築年度別市立小中学校数 

注 ）主 要 な校 舎 の建 築 年 をその学 校 の建 築 年 としている 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

 

○子どもの安全・安心を確保し、より良い教育環境の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学校施設の老朽化 

 学校施設は昭和 40～50 年代に集中的に整備され、老朽化が進んでいます。整備手法の

転換など様々な工夫を行い、環境にも配慮しながら、長寿命化を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＩＣＴの活用 

これまで、各学校に教育用・校務用コンピュータなどのＩＣＴ機器の整備を計画的に

進めてきました。業務の軽減と効率化を図ることで教員の多忙感を解消し、子どもと向

き合う時間を確保するため、校務の情報化を進めることが必要です。 

 

●学校給食調理業務の民間委託 

 行政が運営主体となる事業の見直しが行われる中、平成 15 年度から調理業務の民間委

託を進めてきました。効率的・効果的に調理業務を行うため、今後も民間委託を進める

ことが必要です。  

 

●学校規模・配置及び通学区域の適正化 

小中学校の規模や配置の適正化などについては、平成 15 年 12 月に策定した「横浜市

立小・中学校の規模及び配置の適正化並びに通学区域制度の見直しに関する基本方針」

（以下「基本方針」という。）に基づき推進していますが、策定から５年以上が経過して

いることから、この間の社会的状況の変化も踏まえて見直しを行うことが必要です。 

 

重点施策１３ 

目標５ 子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 

教育環境の整備  
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現状と課題 

施策の方針 
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１ より良い教育環境の整備 

（１）安全・安心な教育環境の整備 

    学校施設については、耐震対策を着実に実施するとともに、「学校施設長寿命化計

画（仮称）」を策定し、環境にも配慮しながら計画的に整備と保全を実施します。

また、校庭の芝生化や設備の改善など、より良い教育環境の整備に取り組みます。 

新型インフルエンザ、麻しん、感染性胃腸炎などへの対応については、対応マニ

ュアルの徹底など危機管理体制の強化を図ります。また、引き続き、地域と学校が

連携して学校防犯に取り組みます。 

耐震補強が必要となっている教育文化センターについては、耐震化事業を進めま

す。 

 

取組内容 21 年度末 26 年度までの目標 

①「学校施設長寿命化計画（仮称）」の策定

と推進 
－ 

23 年度に 

計画を策定・推進 

②横浜総合高校の移転整備＜再掲＞ － 25 年度中に移転 

 

（２）学校のＩＣＴ環境の整備 

    学校におけるＩＣＴ機器の計画的な整備を引き続き行うとともに、教員の多忙感

を解消し、子どもと向き合う時間を確保するため、出欠管理や成績処理などの校務

の効率化と、校内での情報共有ができる仕組みとして小中学校に校務処理システム

を導入します。 

 

（３）学校給食調理業務の民間委託の推進 

民間のノウハウや専門性、柔軟性を取り入れて、食物アレルギーへのよりきめ細

かな対応など給食内容の充実やコスト削減を行うため、調理業務の民間委託を進め

ます。  

 

 

２ 学校規模・配置及び通学区域の適正化 

    平成15年に策定された「基本方針」を見直し、平成22年度中に「横浜市立小・中

学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針（仮称）」を策定します。これ

に基づき、小規模校対策としての学校の再編統合などを推進します。 

重点取組 
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●図書サービス充実へのニーズ 

  横浜市立図書館は、中央図書館及び地域図書 

 館合わせて 18 館から構成されていますが、市民 

からは身近な施設での図書の貸出・返却や資料 

の充実などの要望が多く寄せられています。 

  これからの図書館においては、読書活動支援、 

地域連携、市民の調査支援などの様々な分野で、 

質の高い図書館サービスを提供していくことが 

求められています。 

 

●より魅力のある博物館・開港資料館 

  横浜市歴史博物館は、３万年にわたる市域の歴史に関する資料を展示していますが、

開館 15 年が過ぎ、展示内容も現状にそぐわない部分が増えています。 

また、横浜開港資料館は、横浜が開港の地として果たした重要な歴史的役割を踏まえ、

幕末から昭和初期までの国内外の貴重な歴史資料を収蔵し、公開しています。しかし、

開館 29 年が過ぎ、資料の保管状況や展示方法の改善が必要となっています。 

今後も、市民の学習の場として積極的に活用されるよう、より魅力のある施設づくり

が求められています。 

 

しょうみょうじけいだい         あさいなきりどおし 

●「称名寺境内」「朝夷奈切通」を含む「武家の古都・鎌倉」世界遺産登録 

  「称名寺境内」「朝夷奈切通」を含む「武家の古都・鎌倉」について、今後も貴重な

財産としてその保存・活用を図るため、世界遺産登録に向けた取組を進めることが求め

られています。 

 

重点施策 14 

目標５ 子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 

市民の学習活動の支援  

■図書館数、貸出数などの政令市比較（平成 20年度）  

○利便性の高い図書サービスの提供を図るとともに、横浜の歴史に関する学習

の場の充実や文化財の保存・活用を図ります。  

施策の方針 

現状と課題 
１館あたりの

人口（千人） 貸出冊数 蔵書冊数

横 浜 市   18   203 27.7% 3.0冊 1.1冊

札 幌 市   10   190 30.0% 3.9冊 1.3冊

仙 台 市   7   147 12.3% 4.3冊 1.7冊

さいたま市   23   53 40.1% 8.7冊 2.6冊

千 葉 市   14   68 50.0% 4.9冊 2.1冊

川 崎 市   12   117 22.4% 4.2冊 1.3冊

相 模 原 市   4   178 42.0% 4.8冊 1.9冊

新 潟 市   18   45 21.3% 5.6冊 2.0冊

静 岡 市   11   65 24.3% 6.2冊 3.1冊

浜 松 市   21   39 23.6% 5.3冊 2.6冊

名 古 屋 市   20   112 15.4% 4.9冊 1.3冊

京 都 市   18   81 18.5% 4.7冊 1.2冊

大 阪 市   24   111 22.4% 4.6冊 1.3冊

堺 市   14   60 43.2% 5.2冊 2.2冊

神 戸 市   11   139 27.7% 4.4冊 1.2冊

岡 山 市   10   70 46.7% 5.8冊 2.1冊

広 島 市   11   106 22.6% 4.3冊 1.8冊

北 九 州 市   17   58 24.9% 3.2冊 1.7冊

福 岡 市   10   144 44.8% 3.5冊 1.3冊

<出典>横浜市の図書館2010（平成22年度／横浜市中央図書館）

図書館数 登録率
市民一人あたり

50



 

 

  

   

   

   

１ 図書サービスの充実 

    平成 22 年度に「横浜市立図書館アクションプラン（仮称）」を策定し、市民の学

習活動を支援する資料・情報の収集・提供、家庭・地域や学校での子どもの読書活

動の支援など、図書サービスの充実を図ります。司書の人材育成計画を策定し、資

質向上に努めます。 

    また、効率的・効果的な図書館運営を進めるとともに、指定管理者制度を導入し

た山内図書館の運営状況について検証を行い、サービスの充実・向上に努めます。 

 さらに、交通の拠点となる鉄道駅での図書取次サービスなど、市民に身近で便利

な図書サービスの一層の充実について検討を進めます。 

 

２ 横浜の歴史に関する学習の場の充実 

    古代から開港期までの横浜の歴史について市民が理解・関心を深め、自ら学習

できるように、横浜市歴史博物館の常設展示資料のリニューアルを検討します。 

また、開港期を中心に、約 25 万点の貴重な歴史資料を収蔵し、広く公開してい

る横浜開港資料館において、収蔵資料の保管状況や展示方法を改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「武家の古都・鎌倉」世界遺産登録  

    「称名寺境内」「朝夷奈切通」を含む「武家の古都・鎌倉」について、早期の世

界遺産登録に向けて取組を進めます。 

 
開港の地 横浜 

 

ペリー来航から 6 年後の 1859（安政６）年 6 月 2 日（陽暦 7 月 1 日）、欧米各国と結んだ

通商条約に基づいて横浜が開港しました。 

 開港を契機に、一寒村であった横浜は、日本の玄関口として目覚しい発展をとげます。日

本の近代化に尽くした多くの先人も、横浜港から世界に旅立ちました。 

開港 50 周年にあたる 1909（明治 42）年には、市章と市歌が制定され、1928（昭和３）年

には、市会の決議を経て、旧暦の 6 月 2 日が開港記念日として定められました。 

360 万人の人口を持つ大都市となった横浜は、平成 21 年には開港 150 周年を迎えました。

開港資料館などには、浮世絵や開港当時の写真・新聞など、多くの貴重な資料が収蔵され

ています。 

コラム 

重点取組 
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２ 成果の把握                        

  この計画では、５つの目標と 14 の重点施策を掲げています。 

この計画の推進により、どのような成果が上がったかを客観的に把握するための一つの手立てと

して、指標を次のように設定します。 

 

 
指 標 

直近の現状値 

（21 年度） 

目標値 

（26 年度） 

①「学校の授業は分かりやすい」と答えた子どもの割合 
（参考値） 

65.8％＊1 
70％以上 

②横浜市学力･学習状況調査の基本問題の正答率 63.9％ 70％以上 

   

 

③新体力テストの測定結果（昭和 60 年を 100 とした水準） 90.1 94.6 

 
④各学校で、学校の特色を生かした進学や就職など進路に関する指標を独自に設定し、公表 
（平成 22 年 12 月まで） 

 
⑤「個別の教育支援計画＊2・個別の指導計画＊3に基づいて、

個に応じた指導が充実している」と答えた保護者の割合 
（参考値） 

84.5％＊4 
90％以上 

                    

【小中学校】 

 ①「学校の授業は分かりやすい」と答えた子どもの割合  70％以上 

   横浜市学力・学習状況調査において、「学校の授業は分かりやすいですか」に「よく分かる」「だ

いたい分かる」と答えた子どもの割合を指標とします。子どもの理解力や教師の授業力の状況を

把握します。 

   小中学校別の直近の現状値（参考値）は、小学校は 71.7％、中学校は 54.0％です。小中学校が

現状値を上回るよう取り組むことで、全体として 70％以上を目指します。    

 

②横浜市学力･学習状況調査の基本問題の正答率  70％以上 

   基本問題とは、正答率 70％を想定している問題であり、この問題の正答率を指標とします。基

礎的･基本的な知識･技能の習得など基礎学力の定着の状況を把握します。現状値では正答率が

70％に達していないため、正答率 70％以上を目標とします。 

   小中学校別の直近の現状値は、小学校は 66.0％、中学校は 62.5％です。小中学校が現状値を上

回るよう取り組むことで、全体として 70％以上を目指します。 

 

 

                                                  
＊1 参考値：21 年度横浜市学習状況調査の生活・学習意識調査において、設問「学校の勉強はどのくらいわかりますか」に「よ

く分かる」「だいたい分かる」と答えた子どもの割合 
＊2 子ども一人ひとりのニーズを把握し、医療などの関連機関と連携を図りつつ、学校卒業後まで含んだ長期的な視野に基づ

いて立てた個人の教育計画 
＊3 学校における教育課程や指導計画を踏まえ、教育的ニーズに対応しつつ教育内容や教育方法を盛り込んだ計画 
＊4 参考値：学校ごとに実施したアンケートなど（８校）において、「個に応じた指導が充実しているか」などの設問に対する保護

者の回答を基に算出した割合 

小

中

学

校

特
別
支
援

学
校 

高 

校 
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③新体力テストの測定結果（昭和 60 年を 100 とした水準） 94.6 

   「体力アップよこはま 2020 プラン」（平成 22 年３月策定）では、国の「教育振興基本計画」を

受けて、平成 32 年までに昭和 60 年の体力水準に回復することを目標としました。新体力テスト

において、昭和 60 年と比較できる種目の記録を得点化し、昭和 60 年を 100 として、体力の水準

を把握します。 

   小中学校別の直近の現状値は、小学校は 89.7、中学校は 90.9 です。小中学校が現状値を上回

るよう取り組むことで、全体として 94.6 を目指します。 

 

【高校】 

 ④各学校で、学校の特色を生かした進学や就職など進路に関する指標を独自に設定し、平成 22 年

12 月までに公表  

 

【特別支援学校】 

 ⑤「個別の教育支援計画・個別の指導計画に基づいて、個に応じた指導が充実している」と答えた

保護者の割合  90％以上 

   学校が行う保護者アンケートなどで、「そう思う」「ややそう思う」と答えた保護者の割合を指

標とします。障害の特性や保護者のニーズを把握した上での、一人ひとりに応じた指導の状況を

把握します。 

 
 
 
 
 

 
教育活動と成果を把握するための指標  

教育の成果を客観的に把握し、教育施策を検証することは、難しい課題です。 

教育の成果は数値で表しにくい面があります。例えば、「学力」は、知識量や技能など数値化

しやすいものと、思考力・判断力や意欲など数値化しにくいものによって構成されています。 

また、教育には様々な要因が関係し、一つひとつの取組を目標どおり実施しても期待通りの

成果が上がるとは限りません。それぞれがどのように成果と結びついたのか、結びつかなかっ

たのかを厳密に把握することは困難な面があります。 

しかし、個々の取組の目標の達成状況だけでは、全体として成果がどれくらい上がったのか

を把握しにくいことも事実です。そこで、上記の点を十分踏まえつつ、この計画の成果を客観

的に測る“一つのものさし”として、数値を用いて表すことができる指標を設定しました。 

目標値に到達するためには、家庭や地域の協力が不可欠です。学校・教育委員会が、保護者・ 

地域と具体的な目標を共有して連携を深めながら、計画を推進してまいります。 
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第４章 

計計画画のの推推進進ににああたたっってて  
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１ 市長部局及び関係者との連携・協力  
   

 

 

 

  「横浜市教育振興基本計画」には、「横浜教育ビジョン」の実現に向けて重点的に取り組む 

 べき教育施策を掲げています。 

  教育には、子育て支援や福祉の施策などと深く関連する部分があるため、関係する市長部局 

 と相互に協力・連携を図り、効果的に施策を推進していくことが重要となります。 

  「横浜市教育振興基本計画」の策定にあたっては、「横浜市次世代育成支援行動計画『かが 

 やけ横浜こども青少年プラン後期計画』」（平成 22 年度～平成 26 年度）など、既に策定されて 

 いる本市の他の計画を尊重しつつ、重なる部分についての整合を図りました。今後も関連する 

 分野の計画や取組について連携を図っていきます。 

  また、計画の推進にあたっては、学校・家庭・地域住民の皆様はもとより、教育関係機関、

ボランティアの方々、企業や大学などとの連携・協力が不可欠です。今後も多様な主体の協力

と参画を得て、本市教育の更なる充実を目指します。 

  

 

２ 新たに検討が必要となる事項への対応 
 

 

 

  計画期間においては、社会の急速な動きの中で、新たに対応や検討が必要な課題が発生する 

ことが予想されます。本市の教育に影響を与える国などの動きについても注視していく必要が 

あります。 

教育を取り巻く状況の変化に応じて、計画内容の適時・適切な見直しを行うなど柔軟に対応 

し、必要な施策を進めていきます。 

   

 

３ 進捗管理  

 

 

    

  「横浜市教育振興基本計画」を効果的かつ着実に実施するため、毎年度、「運営方針」＊1によ   

 り目標を定め、事業を推進します。また、年度ごとの目標の達成状況を検証し、その結果を公 

 表していきます。「横浜市教育振興基本計画」を基本としながら、「運営方針」の振り返りや毎 

 年度の予算編成において、事業の見直しなどを行いつつ、５つの目標の実現を図ります。 

 

 

                                                  
＊１ 横浜市では、各区局事業本部が一年間の組織目標を明確化し、目標達成に向けて組織一丸となって取り組むために、年  

   度当初に、目標や主な取組など「運営方針」として定め、公表しています。 
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資料編 

施施策策にに関関すするるデデーータタ  
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■横浜市立学校 年度別在学者数 

■横浜市立学校 年度別学校数 

■横浜市立学校 年度別学級数 

 
 
   

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

小学校 349 347 346 346 345 

中学校 146 145 145 145 146 

全日制 8 8 8 9 9 

定時制 2 2 2 2 2 高校 
（計） 9 9 9 10 10 

特別支援学校 11 12 12 12 12 

計 515 513 512 513 513 

※ 高校の「全日制・定時制」は、各課程を置く校数であり、（計）は、実学校数です。 

 

 

 

   

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

小学校 190,534 191,127 192,959 193,390 192,629 

中学校 72,239 74,038 75,004 76,260 76,964 

全日制 6,549 6,498 6,467 6,442 6,525 
高校 

定時制 1,432 1,430 1,406 1,441 1,468 

特別支援学校 1,318 1,355 1,322 1,378 1,422 

計 272,072 274,448 277,158 278,911 279,008 

 
 
 
  

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

小学校 6,574 6,598 6,691 6,744 6,715 

中学校 2,289 2,351 2,382 2,423 2,463 

全日制 166 164 164 168 168 
高校 

定時制 47 49 49 50 48 

特別支援学校 392 398 386 402 410 

計 9,468 9,560 9,672 9,787 9,804 

 
 
 
 
 
 
 

基礎データ                

＜出典＞市立学校現況（平成 22 年度／横浜市教育委員会） 

＜出典＞市立学校現況（平成 22 年度／横浜市教育委員会） 

各年度５月１日現在 

各年度５月１日現在 

各年度５月１日現在 

＜出典＞市立学校現況（平成 22 年度／横浜市教育委員会） 
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■横浜市一般会計予算と教育予算の推移 

■横浜市立学校 年度別教員数※ 

■横浜市立学校 年度別職員数※ 

  

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

小学校 9,362 9,459 9,522 9,548 9,563 

中学校 4,422 4,516 4,545 4,600 4,664 

全日制 501 499 501 519 512 
高校 

定時制 127 124 122 118 122 

特別支援学校 854 878 854 882 895 

計 15,266 15,476 15,544 15,667 15,756 

 
 
 
  

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

小学校 1,853 1,824 1,745 1,662 1,598 

中学校 384 396 388 389 375 

全日制 98 94 86 80 84 
高校 

定時制 19 18 15 15 15 

特別支援学校 100 99 91 91 90 

計 2,454 2,431 2,325 2,237 2,162 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜出典＞横浜市教育委員会調べ 

＜出典＞市立学校現況（平成 22 年度／横浜市教育委員会） 

各年度５月１日現在 

＜出典＞市立学校現況（平成 22 年度／横浜市教育委員会） 

各年度５月１日現在 

136,035,088137,135,029135,991,357133,102,916130,024,649

7,800,2108,334,7068,197,9477,792,5188,749,409

6.7%

5.7%

6.1%

6.0%

5.9%

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

5.2%

5.4%

5.6%

5.8%

6.0%

6.2%

6.4%

6.6%

6.8%

7.0%

一般会計予算 教育予算 一般会計予算に対する教育予算の割合

（単位：万円） 

※ 週 38.75 時間以上勤務する職員 

※ 週 38.75 時間以上勤務する教員 
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■高得点と低得点の分散傾向 

 （正答率分布 中２数学） 
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チョ ウやバッタなど昆虫をつかまえたこと

海や川で泳いだこと

経験がない子の割合（％）

平成
平成 10 年 平成 17 年 

＜出 典 ＞青 少 年 の自 然 体 験 に関 する実 態 調 査  

      （平 成 18 年 度 ／国 立 青 少 年 教 育 振 興 機 構 ）
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重点施策１ 横浜らしい教育の推進           

 ■自然体験をしたことがない子どもの割合     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策２ 確かな学力の向上  
■平成 21 年度全国学力・学習状況調査平均答率          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

重点施策関連データ 

＜出 典 ＞平 成 21 年 度  横 浜 市 学 習 状 況 調 査  

（横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

＜出 典 ＞平 成 21 年 度 全 国 学 力 ・学 習 状 況 調 査 記 者 発 表 資 料

      （平 成 22 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

◎小 学 校  国 語 A 国 語 B 算 数 A 算 数 B

横 浜 市  70.3% 53.4% 80.3% 59.4% 

全国との差  ＋0.4 ＋2.9 ＋1.6 ＋4.6 

神 奈 川 県  68.7% 50 .8% 78 .1% 56 .6% 

全 国  69.9% 50.5% 78.7% 54.8% 

◎中 学 校  国 語 A 国 語 B 数 学 A 数 学 B

横 浜 市  76.0% 73.5% 63.4% 58.1% 

全国との差  -1.0 -1.0 ＋0.7 ＋1.2 

神 奈 川 県  75.6% 73 .2% 62 .2% 56 .7% 

全 国  77.0% 74.5% 62.7% 56.9% 

■学校の授業以外の勉強時間と正答率（％） 

＜出 典 ＞平 成 21 年 度 横 浜 市 学 習 状 況 調 査 （横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

％
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■テレビ視聴時間と運動能力の相関 
(20ｍシャトルランとテレビの視聴時間の関係) 

■「持久力と朝食摂取状況の関係」 

■横浜市立中学校生徒の部活動加入状況 

重点施策３ 豊かな心の育成 
■横浜市のいじめの認知件数     （増減件数、増減率は、H21 年度の対 H20 年度比） 

  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 増減件数 増減率 

小学校 627 442 399 511 112 28.1%

中学校 716 555 549 656 107 19.5%

高等学校 14 5 3 2 -1 -33.3%

計 1,357 1,002 951 1,169 218 22.9%

 
 
 ■横浜市の理由別長期欠席者の人数及び割合（小中学校合計） 

[ ]内は比率 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 

病気 870 人[17.1％] ７58 人[14.8％] 621 人[12.4％] 534 人[10.9％]

経済的理由 5 人[0.1％] 5 人[0.1％] 5 人[0.1％] 5 人[0.1％]

不登校 3,654 人[71.9％] 3,873 人[75.5％] 3,790 人[75.9％] 3,862 人[78.8％]

その他 552 人[10.9％] 497 人[9.6％] 579 人[11.6％] 502 人[10.2％]

計 5,081 人[100％] 5,133 人[100％] 4,995 人[100％] 4,903 人[100％]

 

 

重点施策４ 健やかな体の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出 典 ＞児 童 生 徒 体 力 ・運 動 能 力 調 査 の概 要  

      （平 成 21 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

（女子） 

＜出 典 ＞児 童 生 徒 体 力 ・運 動 能 力 調 査 の概 要   

      （平 成 21 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

（男子）

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

各年度５月１日現在 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

72,239 100% 74,038 100% 75,004 100% 76,260 100%

60,206 83.3% 62,011 83.8% 63,050 84.1% 64,053 84.0%

運動部 45,090 62.4% 46,250 62.5% 46,654 62.2% 47,389 62.1%

文化部 15,116 20.9% 15,761 21.3% 16,396 21.9% 16,664 21.9%

H20年度 H21年度

内訳

部活動加入数

生徒総数

H19年度H18年度
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平成２１年度

市立特別支援学校
　１２校：１３７８人
　・知的障害
　　（４校：６６６人）
　・肢体不自由
　　（５校：４４５人）
　・視覚障害
　　（１校：１０６人）
　・聴覚障害
　　（１校：１３０人）
　・病弱
　　（１校：　３１人）
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重点施策５ 特別なニーズに対応した教育の推進 

 

■通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒の一校あたりの人数＊１ 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度  

 支 援 が必 要  支 援 が必 要  TT＊２等 の支 援 が必 要  実 際 に TT 等 で支 援

小学校 18.6 人 23.8 人 24.2 人 13.9 人 8.2 人 

中学校 9.6 人 11.1 人 13.2 人 5.4 人 3.1 人 

 

＊１ 「特別な支援が必要」と学校が把握する児童生徒数 

＊２ チームティーチングの略。学級等、一つの集団を複数の教諭によって指導する指導体制 

 

 

 

■小中学校個別支援学級児童生徒数の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特別支援教育総合センターにおける障害別相談件数の推移 
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

１２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年

知的障害

自閉症・情緒障害

総 計 ：３２５０人
県立７校：１６４１人  

国立１校：  ７８人  

私立２校： １５３人 

県立・国立・私立在籍者数

市 立 特 別 支 援 学 校 在 籍 者 数

■市内特別支援学校在籍児童生徒数の推移  

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ（平 成 21 年 度 ） 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ（平 成 21 年 度 ） 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ（平 成 21 年 度 ） 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ（平 成 21 年 度 ） 

（人） 

（人）

年度 知的障害 特別な支援 視覚障害 聴覚障害 言語障害 肢体不自由 病弱 合計

H18年度 1413 1366 14 41 137 107 3 3081

H19年度 1360 1705 22 33 167 113 7 3407

H20年度 1315 1661 30 40 216 126 7 3395

H21年度 1314 1766 15 41 190 134 13 3473

障害別相談件数推移
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横浜市立全日制

8%
横浜市立定時制

2%

県立全日制

48%
市立全日制

（横浜除）1%

公立定時制

（横浜除）2%

私立

（県内・県外）

30%

その他 9%

■横浜市における外国人児童生徒数（小中学校） 

 

重点施策６ 魅力ある高校教育の推進 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「学校はあなたが学力を伸ばすために必要な支援をしていますか」への回答  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

外国人児童生徒数 2,222 2,254 2,324 2,418 2,432

 中国 723 738 793 846 869

 韓国・朝鮮 530 500        464 423 400

 フィリピン 223 232        252 296 293

 ブラジル 149 155        166 172 171

 ベトナム 188 205        219 241 241

 ペルー 137 152        167 166 151

 カンボジア 28 30         27 27 27

タイ 28 32 29 34 34

 

 

 

 

国

 

別

その他 216 210 207 213 246

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

■横浜市立中学校卒業生進路状況（平成 22 年３月）

＜出 典 ＞平 成 21 年 度 学 校 評 価  学 力 伸 長 支 援 項 目 生 徒 アンケート（横 浜 市 教 育 委 員 会 ）

（人）各年度５月現在  

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ
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東

南

桜丘

金沢

戸塚

鶴見工業

横浜ｻｲｴﾝｽ

ﾌﾛﾝﾃｨｱ

横浜商業

みなと総合

横浜総合

戸塚定時制

横浜商業別科

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない
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東 単位制普通科 114 143 1.25 114 167 1.46 114 169 1.48 114 157 1.38 134 156 1.16

南 単位制普通科 222 247 1.11 222 340 1.53 222 251 1.13 191 255 1.34 191 222 1.16

桜丘 単位制普通科 208 268 1.29 208 288 1.38 208 225 1.08 181 235 1.30 181 237 1.31

普通科（一般） 194 266 1.37 167 241 1.44 167 202 1.21 167 205 1.23 119 193 1.62

普通科（文理特進） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 55 49 0.89

戸塚 単位制普通科 194 282 1.45 194 252 1.30 194 300 1.55 139 192 1.38 139 234 1.68

機械科 20 32 1.60 20 37 1.85 20 34 1.70 ― ― ― ― ― ―

電気系 20 21 1.05 20 30 1.50 20 42 2.10 ― ― ― ― ― ―

工業化学科 20 22 1.10 20 29 1.45 20 31 1.55 ― ― ― ― ― ―

建築科 20 27 1.35 20 33 1.65 20 33 1.65 ― ― ― ― ― ―

土木科 20 29 1.45 20 34 1.70 20 38 1.90 ― ― ― ― ― ―

設備工業科 20 28 1.40 20 31 1.55 20 40 2.00 ― ― ― ― ― ―
横浜ｻｲｴﾝｽ

ﾌﾛﾝﾃｨｱ
単位制理数科 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 166 326 1.96 166 239 1.44

商業科 119 165 1.39 119 162 1.36 119 166 1.39 119 131 1.10 119 143 1.20

国際学科 25 22 0.88 25 39 1.56 25 30 1.20 25 36 1.44 25 47 1.88

みなと総合 総合学科 166 221 1.33 166 196 1.18 119 146 1.23 119 179 1.50 119 142 1.19

総合学科　Ⅰ部 53 84 1.58 53 124 2.34 60 78 1.30 60 136 2.27 60 98 1.63

総合学科　Ⅱ部 53 99 1.87 53 118 2.23 60 93 1.55 60 148 2.47 60 151 2.52

総合学科　Ⅲ部 53 79 1.49 53 118 2.23 60 72 1.20 60 123 2.05 60 133 2.22

戸塚定時 普通科 96 66 0.69 85 99 1.16 84 45 0.54 84 94 1.12 84 80 0.95

全日制の課程 21,176 29,252 1.38 21,689 29,870 1.38 21,383 29,259 1.37 21,193 29,259 1.38 22,124 32,587 1.47

定時制の課程 1,506 1,104 0.73 1,511 2,061 1.36 1,638 1,511 0.92 1,499 1,748 1.17 1,652 2,198 1.33

理容科 40 34 0.85 40 33 0.83 40 21 0.53 40 24 0.60 40 37 0.93

美容科 40 84 2.10 40 67 1.68 40 67 1.68 40 79 1.98 40 66 1.65

学校名 学科等

平成２０年度

募集
人員

志願
者数

競争率

平成１９年度平成１８年度

募集
人員

志願
者数

競争率 競争率

（参考）
神奈川県

横浜商業

学校名

横浜総合

金沢

鶴見工業

募集
人員

志願
者数

競争率

横浜商業
別科

平成２２年度

募集
人員

志願
者数

競争率

平成２1年度

募集
人員

志願
者数

 

 

 

重点施策８ 教師力の向上 

■教職員のキャリアステージと各期における研修のねらい 

教職員の 

キャリアステージ 
期のねらい 研修 

基礎能力開発期 
学級経営、教科等指導等の担当の業務を中心

に、授業力の基礎・基本と教師としての素養を

習得する。 

初任者 

初任２・３年目教員

基礎能力活用期 
担当業務遂行能力や授業力のさらなる向上の

ため、市や区の研究活動、教育課程、教育課題

等での新たな取組にチャレンジする。 

５年次教員 

10 年次教員 

教職経験力活用期 
教育専門職としての経験を活用してさらに磨

きをかけるとともに、教職員へ様々な場面で指

導助言を行い、学校運営参画力の向上を図る。 

21 年目教員 

31 年目教員 

学校運営力開発・活用期 

学校内外の研究活動、教育課程、教育課題等の

推進に取り組み、学校運営の基礎を習得し、学

校改善に向けたマネジメント能力の質的向上

を図る。 

主幹教諭 

副校長昇任候補者 

組織・経営マネジメント力

開発・活用期 

学校経営の責任ある立場として自らのマネジ

メント力のさらなる向上を図るとともに、リー

ダーシップを発揮して学校経営を担う。 

副校長 

校長 

 

■横浜市立高校 後期選抜（志願変更後）の志願倍率の推移

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ
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＜出 典 ＞校 務 情 報 化 の現 状 と今 後 の在 り方 に関 する研 究 報 告 書  

      （平 成 18 年 度 ／文 部 科 学 省 委 託 事 業 ） 

 

重点施策９ 学校の組織力の向上 
 ■公立学校における学校関係者評価実施の学校改善への有用性 

40.3% 58.7%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いに役に立った ある程度役に立った

あまり役に立たなかった 全く役に立たなかった
 

    ※割合の分母＝学校関係者評価を実施した公立学校数 

     
    ＜出 典 ＞学 校 評 価 等 実 施 状 況 調 査 （平 成 20 年 度 間 ）（文 部 科 学 省 ） 

 

 

重点施策 10 適確・迅速・きめ細かな学校支援 

 ■教育委員会や市立小中学校に対する期待や要望 

 
 

 

重点施策 13 教育環境の整備 

 ■校務情報化の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校（5,846 校） 

是非必要で
ある

37.1%

無回答
10.1%

どちらともい
えない
6.6%

必要ではない
0.2%

必要である
46.0%

教育委員会（344 か所） 

是非必要で
ある

45.6%

必要である
50.3%

必要ではない
0.6%どちらともい

えない
3.5%

0.0% 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 意 識 調 査  

      （平 成 19 年 度 ／横 浜 市 教 育 委 員 会 ） 

32.2

53.4

39.2

24.8

64.7

27.7

38.6

44.5

53.6

57.2

0 10 20 30 40 50 60 70

保護者

市民

（％）

人の心を思いやることのできる、
心豊かな子どもを育む教育

学力の向上を目指した、
わかりやすい授業や補習授業

指導力向上のための教員研修

社会のきまりを守り、自分を律する
ことのできる子どもを育む教育

従来の制度や慣行にとらわれない、
時代の変化に適応した教育

※３つまで複数回答 

※保護者の回答のうち上位５つを掲載 
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重点施策 14 市民の学習活動の支援 

 ■横浜市歴史博物館の入館者数の推移 

281,391292,863292,174

347,348

269,587

100,000

200,000

300,000

400,000

H17 H18 H19 H20 H21

人

 
 ■横浜開港資料館の入館者数の推移 

 

71,69168,990

59,66458,855

48,429

20,000

40,000

60,000

80,000

H17 H18 H19 H20 H21

人

 

  

■横浜市立図書館の貸出冊数の推移                           

 

1,218

1,187

1,143

1,146

1,139

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

H17 H18 H19 H20 H21
  

 

 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

＜出 典 ＞横 浜 市 教 育 委 員 会 調 べ 

万冊 
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横浜市教育振興基本計画(素案)への 

ご意見をお待ちしております 
 

受付期間：平成 22 年９月 17 日（金）から平成 22 年 10 月 20 日（水）

平成 22 年９月発行 

横浜市教育委員会事務局 教育政策推進室 

 

〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

電話  ０４５－６７１－３２４３  

FAX  ０４５－６６３－３１１８ 

 URL   http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/

横浜市教育振興基本計画（素案）は、 

教育委員会ホームページ（http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/）にも掲載しています。

ご意見は、次のいずれかの方法でお寄せください。 

 はがき：素案【概要版】のはがきをご利用ください。（切手不要・当日消印有効）

 ＦＡＸ：045－663－3118（横浜市教育委員会事務局教育政策推進室あて） 

 電子メール：ky-box@city.yokohama.jp 

 

ＦＡＸや電子メールの場合にも、はがきと同様に下記の内容を記載してください。
 １ 「重点施策」に関するご意見 

  ＊該当する重点施策 1～14 の施策の番号を記載してください。 

 ２ そのほか、素案に関するご意見 

 ３ 以下はさしつかえない範囲でご記載ください。 

     ①お住まい 市内（在住区）または市外   

   ②年代  （  ）歳代 

     ③保護者・その他（      ） 
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